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頁)，同（１９）第２（９～１２頁）及び同（２１）第２の３ないし１７（１５～２

７頁）において主張し，嶋津意見書に対する意見書（乙２２５号証）及び柏村意見

書に対する意見書（乙２２６号証）で説明したところであるが，原審での主張をあ

らためて整理して述べるとともに，２０１１（平成２３）年１月２８日付け控訴理

由書及び同年５月１６日付け控訴理由書（２）の主張のうち八シ場ダム建設事業の

利水上の必要性に関する主張に対し，必要と思われる範囲で反論を行う。

なお，略語は，原審における被控訴人らの準備書面の例による。

第１茨城県における八シ場ダム建設事業の利水上の必要性

１茨城県における水道の現況

茨城県は，県南地域及び県西地域を対象とする水道用水供給事業の水源とし

て八シ場ダム建設事業に参画しているが，参画の経緯，必要性を述べるに先立

って，茨城県の水道事業の概要について述べる。

（１）水道の種類及び水道事業

水道法に規定する水道には，水道事業（上水道事業ともいわれる。計画

給水人口が５０００入超の水道)，簡易水道事業（計画給水人口が１０１人

以上５０００人以下の水道)，水道用水供給事業（水道事業者に対して水道

用水を供給する事業)，専用水道（実際に給水を行っている人口が１０１人

以上の自家用水道又は１日最大給水量が２０㎡を超えるもの）などがある。

平成２１年度末時点の茨城県における水道事業の数は，水道事業が５０，

簡易水道事業が１６２，水道用水供給事業が４，専用水道が１９２であり，

全体で給水人口は２７３万３０００人，水道普及率は９２．３％（２７３

４



万３０００人÷人口２９６万２０００人×１００＝９２．３％）となって

いる。この普及率は，全国平均の水道普及率９７．５％に比べて５．２ポ

イント低いが，対前年度の伸び率で見ると，全国平均は横ばいであるのに

対して茨城県は０．３％と高い伸びを示しており，今後も普及率の向上が
ろつこう

見込まれているところである。茨城県内で(まﾎﾞﾘ根水系の大半を占める鹿行

地域と県南西地域において，水道普及率が，それぞれ鹿行地域が８３．

７％，県南西地域が８９．５％と県全体よりも低い反面，対前年度の伸び

率は，それぞれ鹿行地域が１．３％，県南西地域が０．３％と県全体の伸

びと同等以上の伸びを示していることから，鹿行地域と県南西地域におい

ては，今後の水道普及率の大幅な伸びが見込まれる（乙２７１号証５０～

５３頁)。

ちなみに水系とは，本流，支流，派川及びそれに接続している湖沼に

よって形成される鞄連続する水圏をいい（乙２１２号証8枚目)，利根川を

本流とする水系を「利根川水系」というが，上記の「利根水系」とは，「利

根川水系」のうちの茨城県内の市町村に係る地域のことを意味しており，

後述（３１頁）する「いばらき水のマスタープラン」上の水系区分の一つ

として呼称しているものである（別図１（５９頁))。

茨城県全体の給水人口（２７３万３０００人）のうち，水道の給水人口

（２６４万９０００人）が約９７％を占めており（乙２７１号証１８．１

９頁)，この水道については，県内４４市町村において，４１市町村及び２

水道企業団（－部事務組合である湖北水道企業団及び茨城県南水道企業

団）によって事業が経営され，県民の需要に応じて水道水を供給している。

これらの水道事業において給水のために必要となる水源は，水道事業者自ら

が確保する表流水（水道事業者が河川に水利権を有しこれに基づき取水する河

川水をいう。以下同じ｡）及び地下水のほか，茨城県企業局（以下「企業局」

５



という｡）が経営する水道用水供給事業からの水道用水の受水（以下「水道用

水受水」という｡）により確保している（乙２７１号証２６．２７頁）が，近

年は，地盤沈下対策により新規の地下水採取が規制されていることや地下水質

の悪化，地下水取水施設の老朽化等による水源の転換などにより，別表１（６

５頁）に示すように企業局からの水道用水受水の占める割合が高まってきてお

り，今後も同様の傾向が続くものと考えられる。

(2)水道用水供給事業

水道事業は，基本的に市町村がその行政区域内の住民の需要に応じて水道

水を供給するために経営するものであるが，個々の市町村が経営する水道事

業では，水源の確保や取水・導水施設，浄水施設等の施設整備に多額の経費

が必要になるなど困難な問題があることから，茨城県では，水道事業の広域

的・計画的整備を促進することを目的として，茨城県内を県南地域，県西地

域，鹿行地域，県中央地域及び県北地域の５地域に区分し，県北地域を除

く四つの地域の広域的水道整備計画（県南地域広域的水道整備計画，県西

地域広域的水道整備計画，県中央地域広域的水道整備計画，鹿行地域広域的

水道整備計画）を策定している。

これらの広域的水道整備計画は，水道法５条の２第１項に基づく市町村及

び－部事務組合（以下「市町村等」という｡）からの要請を受け，茨城県が

市町村等と協議し共同で計画案を策定し，この計画案に基づき茨城県と市町

村等とで，将来的に必要な県営水道用水供給事業からの受水量とそのための

施設整備に関する協定を締結し，各市町村等議会と茨城県議会の同意を得て，

策定されたものである。これを受けて四つの水道用水供給事業（県南広域水

道用水供給事業，県西広域水道用水供給事業，県中央広域水道用水供給事業，

鹿行広域水道用水供給事業）が事業化され，企業局がその経営を行っている

（別図２（６０頁))。

６



企業局は，これらの水道用水供給事業の経営に当たって，厚生大臣（現厚

生労働大臣）からそれぞれ水道法２６条に基づく水道用水供給事業の認可を

受け，協定に定められた市町村等の受水量を供給できる能力を有する取水・

導水施設，浄水施設等の整備を行い，その供給体制が確立した後，茨城県水

道条例２条２項（甲２０号証）に基づき，給水量を確定する需給契約を市町

村等と締結し，水道事業者である市町村等に水道用水を供給している（乙１

８３号証１０～１７頁)。

すなわち，水道用水供給事業においては，県北地域を除く各地域の市町村

等の要請に基づき，それぞれ広域水道用水供給事業の実施に関する協定及び

需給契約の締結を経て，各地域区分に対応する企業局の広域水道用水供給事

業から各水道事業者に対し（ただし，土浦市やかすみがうら市のようにその

後の市町村合併により同一市町村でも二つの水道用水供給事業から受水する

こととなったところもある｡)，必要とする水道用水を供給しているのであり，

企業局はこのために必要な水源を確保しているものである。

八シ場ダム建設事業への参画の経緯２

(1)茨城県水道整備基本構想の考え方

昭和５２年法律第７３号による水道法の改正により，水道の計画的な整

備を推進するための広域的水道整備計画の策定に係る規定（同法５条の

２）が新たに加えられた。上記１（２）（６頁）に述べた広域的水道整備計画

は，市町村等の要請により都道府県が関係市町村等との協議，各市町村等

議会と県議会の同意を得て策定するものであるが，市町村の行政区域を越

えた広域的な視点に立って水道の計画的整備を推進するもので，水資源の

確保とその有効利用，水道施設の建設維持費用の軽減，施設維持管理水準

の向上等により経営体制を確立して，水道水の安定供給を確保しようとす
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るものである。厚生省（現厚生労働省）は，この計画を円滑に推進するた

め，昭和５３年１月に各都道府県に対し水道整備基本構想や広域的水道整

備計画の策定について通知し（乙２６号証)，これに基づき，茨城県では，

昭和５３年度に「茨城県水道整備基本構想」（乙２７号証）を策定した。

この基本構想では，六つの広域圏を設定していたが，そのうち県南広域

圏及び県西広域圏での水源については，霞ヶ浦を含む利根川水系で確保す

るという考え方が示されていた（乙２７号証１７頁)。

(2)県南広域水道用水供給事業の整備推進と水源の確保

昭和５３年１２月，当時の県南地域の１０市町村２水道企業団（土浦市，

江戸崎町，阿見町，守谷町，利根町，美浦村，新利根村，河内村，桜川村，

東村，茨城県南水道企業団（龍ケ崎市，取手市，牛久町，藤代町による一部

事務組合)，筑南水道企業団（筑波町，大穂町，豊里町，谷田部町，桜村，

茎崎村による－部事務組合)。なお，現在は，市町村合併により８市町村１

水道企業団となっている｡）から茨城県知事あてに水道法５条の２第１項の

規定による広域的水道整備計画策定の要請書（乙２８号証）の提出がなされ

た。これは，増加する水需要に対応するためには市町村等独自で水源開発を

することが困難かつ不経済であることから，茨城県に対して霞ヶ浦水道用水

供給事業（上記１（２）（６頁）に述べた県南広域水道用水供給事業の旧名

称）の拡充整備を中核とした広域的水道整備計画を策定することを要請した

ものである。

これを受けて，茨城県は，県営水道用水供給事業を整備推進するために，

上記１（２）（６頁）に述べた県南地域広域的水道整備計画（以下「県南水道

計画」という。乙２９号証）の案を作成し，市町村等議会の同意を得るとと

もに県議会の同意を得て同計画を策定した。

県南水道計画では，計画区域における人口増加傾向が著しく，また，生活



水準の向上，ニュータウンなどの整備により水道用水の需要が増加の一途を

たどっていたため，その水源を霞ヶ浦を含む利根川水系の水資源により確保

することとされた（乙２９号証３３頁)。

茨城県では，関係市町村等と県南広域水道用水供給事業の実施に関する協

定（以下「県南実施協定」という｡）を昭和５４年１月１７日付けで締結し

（甲１８号証)，これを受けて企業局は，霞ケ浦の水源開発のみでは増大す

る水需要を賄うことは難しいと判断されたことから，県南水道計画を踏まえ，

利根川での水源開発によりその水需要の一部を賄うこととし，当時まだ構想

段階であった八シ場ダムをはじめとする利根川水系のダムに参画することに

よって水源を確保することとしたものである。

そして，茨城県（企業局）は，昭和５４年８月に霞ケ浦水道用水供給事業

について給水区域の拡張，給水人口及び給水量の増加に伴う事業変更認可

申請（乙２７２号証の１）を行い，同年９月に事業変更認可（乙２７２号証

の２）を厚生大臣（現厚生労働大臣）から受け，同時に事業の名称も「霞

ヶ浦水道用水供給事業」から「県南広域水道用水供給事業」に変更したの

である。

(3)県西広域水道用水供給事業の整備推進と水源の確保

昭和５４年９月，当時の県西地域の２５市町村（古河市，下館市，結城市，

下妻市，水海道市，岩井市，岩瀬町，八郷町，千代田村，新治村，伊奈村，

谷和原村，関城町，明野町，真壁町，大和村，協和町，八千代町，千代川村，

石下町，総和町，五霞村，三和町，猿島町及び境町。なお，現在は，市町村

合併により１３市町となっている｡）から茨城県知事あてに水道法５条の２

第１項の規定による広域的水道整備計画策定の要請書（乙３０号証）の提出

がなされた。

これを受けて，茨城県は，県営水道用水供給事業を整備推進するために，
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上記１（２）（６頁）に述べた県西地域広域的水道整備計画（以下「県西水道

計画」という。乙３１号証）の案を作成し，市町村議会の同意を得るととも

に県議会の同意を得て同計画を策定した。

県西水道計画では，計画区域内における地下水は比較的豊富であったもの

の，その水位の低下や水質の悪化がみられるようになり，また，生活水準の

向上，工場立地件数の増加などにより水道用水の需要が増加の一途をたどっ

ていたため，その水源を霞ヶ浦を含む利根川水系の水資源により確保するこ

ととされた（乙３１号証４８頁)。

茨城県では，関係市町村と県西広域水道用水供給事業の実施に関する協定

（以下「県西実施協定」という｡）を昭和５４年１０月２９日付けで締結し

（乙２２８号証)，これを受けて企業局は，上記(2)（９頁）に述べたことと

同様に霞ヶ浦の水源開発のみでは増大する水需要を賄うことは難しいと判断

されたことから，県西水道計画を踏まえ，利根川での水源開発によりその水

需要の一部を賄うこととし，当時まだ構想段階であった八シ場ダムをはじめ

とする利根川水系のダムに参画することによって水源を確保することとした

ものである。

そして，茨城県（企業局）は，昭和５６年１月に県西広域水道用水供給事

業の事業認可申請（乙２７３号証の１）を行い，同年３月に事業認可を厚生

大臣（現厚生労働大臣）から受けている（乙２７３号証の２)。

八シ場ダム建設に関する基本計画と八シ場ダム使用権設定手続等３

(1)八シ場ダムの建設に関する基本計画

八シ場ダム建設事業は，特定多目的ダム法４条の規定により，国土交通大

臣（当時建設大臣）が作成する「八シ場ダムの建設に関する基本計画」に基

づき，国（国士交通省）により実施されている事業である。
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「八シ場ダムの建設に関する基本計画」の主な内容並びに同基本計画の作

成及び変更手続については，原審における被控訴人ら準備書面（１）の５～

７頁，同（３）の７頁，同（１６）の２～５頁，同（１７）の５．６頁及び

同（２０）の５～７頁に述べたとおりであるが，あらためて整理して述べる

こととする。

「八シ場ダムの建設に関する基本計画」は，昭和６１年７月に作成されて

以降，３回の計画変更を経て現在に至っているが，現計画の主な内容は，建

設の目的を，利根川の洪水被害の軽減（治水：洪水調整)，吾妻川の河川水

量の増加（治水：流水の正常な機能の維持)，群馬県，茨城県，埼玉県，千

葉県，東京都，藤岡市（群馬県)，北千葉広域水道企業団（千葉県）及び印

旛郡市広域市町村圏事務組合（千葉県）における新規都市用水の確保（利

水：水道用水及び工業用水。なお，茨城県に限れば水道用水のみである｡）

並びに新設される八シ場発電所による電力の確保（利水：発電）とし，建設

に要する費用の概算額を約４６００億円，工期を昭和４２年度から平成２７

年度までの予定等としている。

(2)八シ場ダム使用権設定手続等

国土交通大臣が基本計画の作成，変更等をしようとするときは，関係行政

機関の長に協議するとともに関係都道府県知事及びダム使用権の設定予定

者の意見を聴かなければならず，この場合，関係都道府県知事が意見を述べ

ようとするときは当該都道府県議会の議決を経なければならないとされてい

る（特定多目的ダム法４条４項)。

茨城県は，上記２(1)ないし(3)（７～１０頁）に述べた経緯を踏まえ，建

設大臣（現国土交通大臣）に対し八シ場ダム使用権の設定の申請（乙１９９

号証）をし，同大臣からの意見聴取（乙３８号証の１）に対しダム使用権設

定予定者としての茨城県を代表する茨城県知事の同意（乙３９号証の１）を
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経て，昭和６１年７月１０日に作成された「八シ場ダムの建設に関する基本

計画」（乙１１号証）に，ダム使用権の設定予定者（新規都市用水として取水

量１．０９㎡／秒（９万４２００㎡／日)，給水量８万７２００㎡／日。なお，

取水量は，給水量に取水から配水までの損失量を見込んだ水量であるため，

給水量よりも多くなる｡）として位置付けられたものである。また，関係都

県知事としての茨城県知事は，ダムの使用権設定予定者に対する意見聴取と

ともに行われた建設大臣（現国士交通大臣）からの意見聴取（乙３５号証の

１）に対し，県議会の議決を得て（乙３６号証の１），異議ない旨の回答をし

ている（乙３７号証の１）。

その後，平成１３年９月の第１回計画変更（工期の変更)，平成１６年９

月の第２回計画変更（事業費の増額，参画水量の変更等)，平成２０年９月

の第３回計画変更（工期の変更等）がなされているが，国士交通大臣から

の照会に対し，関係都県知事及びダム使用権設定予定者としての茨城県を

代表する知事は，それぞれ異議のない旨回答している。なお，ダム使用権

設定予定者としての茨城県を代表する知事は，平成１６年の第２回計画変

更時には，要望（事業の工期内完成と事業費の増嵩がないこと）を付して

異議のない旨回答し，平成２０年９月の第３回計画変更時には，要望（更

なる建設コストの縮減に取り組み，事業費の低減を図ること及び事業の工

期内完成）を付して異議のない旨回答している（乙１１号証ないし乙１３

号証，乙３５号証ないし乙３９号証，乙２０４号証，乙２０５号証，乙２

５５号証)。

以上の経緯については，別表３（６７．６８頁）のとおりである。

八シ場ダム建設事業の利水上の必要性

八シ場ダム建設事業への参画を前提として，現在，企業局は，暫定豊水水利

４

1２



権の許可（許可権者：国士交通大臣）を得て県南広域水道用水供給事業及び県

西広域水道用水供給事業の水源として取水し，市町村等の水道事業者に水道用

水を供給しているが，将来においても，八シ場ダム建設事業は，県南地域及び

県西地域の水道水源として必要不可欠なものである。以下，県南広域用水供給

事業及び県西広域用水供給事業の現状や今後の見通し，八シ場ダム建設事業に

参画している理由等について述べる。

(1)県南広域水道用水供給事業の現状

ア上記２（２）（８頁）に述べた県南広域水道用水供給事業は，別図３（６

１頁）のとおり，霞ヶ浦給水系と利根川給水系の二つに分かれ，県南地域

の８市町村１水道企業団（土浦市，つくば市，守谷市，稲敷市，美浦村，

阿見町，河内町，利根町，茨城県南水道企業団）を対象に，計画最大給水

量（水道法２６条に基づく認可上の最大給水能力をいう。以下同じ｡）３

０万６０７５㎡／日（取水量３３万２６０㎡／日)，計画給水人口（水道

法２６条に基づく認可上の給水人口をいう。以下同じ｡）６６万１５００

人の規模で，水道用水の供給を行っている。なお，給水系とは，企業局の

経営する水道用水供給事業における浄水場，送水管等の一つの繋がりを有す

る水道施設の区分をいう。

イ八シ場ダム建設事業を水源の一部とするのは利根川給水系（茨城県南水

道企業団，守谷市及び利根町を給水地域とする｡）であるが，その計画最

大給水量は１０万㎡／日（取水量１０万８０８０㎡／日）で，このうち５

万９７００㎡／日（取水量６万４４５０㎡／日）を八シ場ダム建設事業に

参画することにより，４万３００㎡／日（取水量４万３６３０㎡／日）を

渡良瀬遊水池総合開発事業に参画することにより確保している。

平成２３年９月現在，八シ場ダムについては，参画水量５万９７００㎡

／日（取水量６万４４５０㎡／日）の約７３％に当たる４万３６８６㎡／
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日（取水量４万７１９７㎡／日）について暫定豊水水利権の許可を得て取

水し，また，渡良瀬遊水池総合開発事業については，参画水量の全量を

安定水利権の許可を得て取水し，茨城県南水道企業団等に水道用水を供給

している（別表４（６９頁))。なお，八シ場ダム完成前の暫定豊水水利権

による取水は，仮に八シ場ダム計画が廃止（中止）されると，取水でき

る根拠を失い取水できなくなるものであり，仮に何らかの理由で取水で

きたとしても，河川を維持するための河川維持流量と既存水利権総量等

を超える水量（余裕）がなければ取水することはできず，雨頼み，安定

水利権者の好意頼みの不安定な事態となるため，八シ場ダム建設事業へ

の参画は必要不可欠のものとなっている。

利根川給水系全体としては，計画最大給水量１０万㎡／日（取水量１

０万８０８０㎡／日）の約８４％に当たる８万３９８６㎡／日（取水量

９万７９７㎡／日）について水利権の許可を得て取水し，茨城県南水道

企業団等に水道用水を供給しているものである（別表４（６９頁))。

ウまた，霞ヶ浦給水系では，霞ヶ浦開発事業，霞ヶ浦自流等を水源とし

（乙１８３号証１０頁)，計画最大給水量２０万６０７５㎡／日（取水量

２２万２１８０㎡／日）の約９１％に当たる１８万７３２５㎡／日（取水

量２０万２５２０㎡／日）について，同事業等による安定水利権の許可を

得て取水し，土浦市，つくば市，稲敷市，茨城県南水道企業団等に供給し

ている（別図３（６１頁))。なお，霞ケ浦開発事業とは，霞ケ浦周辺の洪

水被害の軽減や霞ケ浦の塩害防止，首都圏（茨城県，東京都及び千葉

県）の増大する水需要に対応する都市用水及び農業用水の確保を目的に

昭和４５年度から平成７年度にかけて，水資源開発公団（現独立行政法

人水資源機構）が実施した事業であり，同事業による開発水量は，取水

量ベースで４２．９２㎡／秒（３７０万８２８８㎡／日）とされている。
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また，霞ヶ浦自流とは，ダム等の水資源開発施設によらずに，霞ケ浦か

ら取水を許可されている水量をいい，取水量ベースで０．０９８㎡／秒

（８４６０㎡／日）とされている。

ェ以上のとおり，県南広域水道用水供給事業全体では，現在，計画最大給

水量３０万６０７５㎡／日（取水量３３万２６０㎡／日）の約８９％に当

たる２７万１３１１㎡／日（取水量２９万３３１７㎡／日）について水利

権の許可を得て取水し，各水道事業者に供給している（別表５（６９頁))。

(2)県西広域水道用水供給事業の現状

ア上記2'３１(9頁)に述べた県西広域水道用水供給事業は,別涛図４
（６２頁）のとおり，新治給水系，関城給水系及び水海道給水系の三つに

分かれ，県西地域の１３市町（土浦市，古河市，石岡市，結城市，下妻市，

常総市，筑西市，坂東市，かすみがうら市，桜川市，つくばみらい市，八

千代町，境町）を対象に，計画最大給水量８万㎡／日（取水量８万７３４

０㎡／日)，計画給水人口５７万２１１人の規模で水道用水の供給を行っ

ている。

イ八シ場ダム建設事業を水源の一部とするのは水海道給水系（常総市，坂

東市，古河市，つくばみらい市及び境町を給水地域とする｡）であるが，

その計画最大給水量は３万４６００㎡／日（取水量３万７４００㎡／日）

で，このうち２９００㎡／日（取水量３１２０㎡／日）を八シ場ダム建設

事業に参画することにより，１万４３００㎡／日（取水量１万５４７０㎡

／日）を奈良俣ダム事業に参画することにより，１万７４００㎡／日（取

水量１万８８１０㎡／日）を湯西川ダム建設事業に参画することにより確

保している。

平成２３年９月現在，八シ場ダム建設事業の参画水量２９００㎡／日

（取水量３１２０㎡／日）の全量及び湯西川ダムの参画水量の約７８％に
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当たる１万３６０５㎡／日（取水量１万４７１０㎡／日）を暫定豊水水利

権の許可を得て取水し，完成済の奈良俣ダム事業の参画水量の全量を安定

水利権の許可を得て取水しているものと合わせて，現在，水海道給水系の

計画最大給水量３万４６００㎡／日（取水量で３万７４００㎡／日）の約

８９％に当たる３万８０５㎡／日（取水量３万３３００㎡／日）について

水利権の許可を得て取水し，常総市等に供給している（別表６（６９

頁))。そのため，八シ場ダム建設事業への参画は必要不可欠のものとなっ

ている。

ウまた，新治給水系及び関城給水系については，いずれも霞ヶ浦開発事業

を水源としており（乙１８３号証１４頁)，新治給水系では同事業の参画

水量８０００㎡／日（取水量８８００㎡／日）の全量を，関城給水系も参

画水量の全量３万７４００㎡／日（取水量４万１１４０㎡／日）を，安定

水利権の許可を得て取水し各水道事業者に供給している。

エ以上のとおり，県西広域水道用水供給事業全体では，現在，計画最大給

水量８万㎡／日（取水量８万７３４０㎡／日）の約９５％に当たる７万６

２０５㎡／日（取水量８万３２４０㎡／日）について水利権の許可を得て

取水し，各水道事業者に供給している（別表７（７０頁))。

(3)県南広域水道用水供給事業と県西広域水道用水供給事業の今後の見

通し

ア昭和６０年１１月当時，八シ場ダム建設事業に参画した理由は，上記

２(1)ないし(3)（７～１０頁）に述べたとおり，県南地域における人口

増加，県西地域における地下水の水質悪化，生活水準の向上や工場立地

件数の増加等により，水道用水の需要が増加の一途をたどり，霞ヶ浦の

水源開発のみでは，県南広域水道用水供給事業及び県西広域水道用水供

給事業の受水市町村等の需要を賄うことが難しいと判断されたため，利
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根川での水源開発によりその水需要の一部を賄うこととし，八シ場ダム

をはじめとする利根川水系のダムに参画することで水源を確保すること

としたからである。

そして，現在では，上記(1)及び(2)（１３～１６頁）に述べたとおり，

八シ場ダム建設事業への参画を前提として，暫定豊水水利権の許可（許

可権者：国士交通大臣）を得て県南広域水道用水供給事業及び県西広域

水道用水供給事業の水源として取水し，市町村等の水道事業者に水道用

水を供給しており，県南地域及び県西地域の水道水源として必要不可欠

なものとなっている。

以下，県南広域水道用水供給事業と県西広域水道用水供給事業の今後

の見通しと八シ場ダム建設事業への参画との関係を述べることとする。

イ上記(1)及び(2)（１３～１６頁）に述べたとおり，現在，県南広域水

道用水供給事業で計画最大給水量の約８９％，県西広域水道用水供給事

業で計画最大給水量の約９５％に相当する水量について水利権の許可を

得て取水し，水道用水の供給を行っている。

ところで，県南広域水道用水供給事業及び県西広域水道用水供給事業

の各給水対象市町村では，現在，つくばエクスプレスの周辺地域におい

て，伊奈・谷和原丘陵部地区等の沿線８地区で宅地面積１２３５．７ha，

計画人口１０万２２００人の土地区画整理事業によるまちづくりが進め

られ，集合住宅や大規模商業施設の建設が行われている（乙２２９号

証)。また，県南地域及び県西地域への工場立地は，平成２０年から平成

２２年までの３年間の実績で，９０件，２０５．１ｈａと，茨城県の立地

件数（茨城県の立地件数は全国第５位，立地面積は全国第１位）の５

３％を占めており，今後も多くの工場立地が見込まれている地域である

（乙２７４号証の１ないし３)。
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さらに，首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の沿線地域である古河市ほ

か１２市町村が，平成１９年６月に施行された「企業立地の促進等による

地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」５条に基づき経済

産業大臣の同意を得て策定した「茨城圏央道産業コンプレックス基本計

画」では，平成２４年度までに高付加価値型生活関連産業等の集積を図り，

企業立地件数（新設，増設等）１００件，新規雇用数５，２００人創設を

達成することとしている（乙２３０号証)。同じく県西地域の結城市ほか

４市町が策定した「茨城県西地域ものづくり産業活性化計画」では，平成

２４年度までに生活関連産業・機械装置関連産業等の集積を図叺企業立

地件数（新設，増設等）４０件，新規雇用数２，５００人創設を達成する

ことを目標としている（乙２３１号証)。また，県南地域の取手市ほか３

市町が策定した「茨城県南部地域産業活性化基本計画」では，平成２５年

度までに生活関連産業・各種機械産業等の集積を図り，企業立地件数（新

設，増設等）２２件，新規雇用数１，１００人創設を達成することを目標

としている（乙２７５号証)。

このように，今後県南地域及び県西地域では，つくばエクスプレス沿線

開発や首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の開通に伴う人口の増加，工

場・企業立地等の増加が予想されており，さらに，上記１（１）（５頁）に

述べたとおり，水道普及率の大幅な上昇が見込まれるのみならず，これら

の地域は，地下水への依存度が高く，地盤沈下も進行している地域であ

ることから（乙２７８号証)，水道用水と自家用井戸水の併用から水道用

水への転換や市町村等の水道事業者の地下水から水道用水受水への水源

転換が見込まれ，水需要が急速に増大することが予想されており，企業

局は，これら水需要の増大に対応すべく，県南広域水道用水供給事業及

び県西広域水道用水供給事業を経営している。
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ウ上記(1)及び(2)（１３～１６頁）に述べたとおり，八シ場ダムは，県南

広域水道用水供給事業及び県西広域水道用水供給事業の水源の一つとして

位置付けられているが，これはこれまで八シ場ダムの完成を前提として暫

定豊水水利権の許可水量を引き上げてきた結果であり，八シ場ダムの水利

権許可水量の推移を取水量ベースで示すと，県南広域水道用水供給事業と

県西広域水道用水供給事業の合計で，平成１８年２月７日以降０．５１６

㎡／秒（４万４６４０㎡／日)，平成２０年３月２８日以降０５４３㎡

／秒（４万６９４５㎡／日)，平成２１年８月２８日以降現在まで０５

８２㎡／秒（５万３１７㎡／日)，すなわち，県南広域水道用水供給事業

（利根川給水系）０．５４６㎡／秒（４万７１９７㎡／日)，県西広域水

道用水供給事業（水海道給水系）００３６㎡／秒（３１２０㎡／日）と

なっている（別表４（６９頁)，別表６（６９頁)，別表８（７０頁))。

そして，上記イに述べたとおり，県南地域及び県西地域では水需要が急

速に増大することが予想され，この水需要に対応するため，現在の県南広

域水道用水供給事業の許可水量（取水量ベース）０．５４６㎡／秒（４万

７１９７㎡／日）を同事業で確保している０．７４６㎡／秒（６万４４５

０㎡／日）にまで引き上げ，県西広域水道用水供給事業の許可水量（確保

水量の全量）０．０３６㎡／秒（３１２０㎡／日）と併せて，０．７８２

㎡／秒（６万７５７０㎡／日）まで暫定豊水水利権の許可水量を引き上げ

ることとしている。

エさらに，茨城県においては，県南地域及び県西地域を給水区域とした新

たな「県南西地域広域的水道整備計画」（仮称）（以下「県南西水道計

画」という｡）を策定して，新たな広域的水道用水供給事業を予定してい

るが，この事業のための水源の一つとするため，八シ場ダム開発水量の

うち将来の事業化のために確保した０．３０８㎡／秒（２万６６３０㎡
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／日）を使用することとしており，上記の県南広域水道用水供給事業及

び県西広域水道用水供給事業の０．７８２㎡／秒（６万７５７０㎡／

日）と併せて，八シ場ダム建設事業への参画水量の全量１．０９㎡／秒

（９万４２００㎡／日）を使用することとしている（別表２（６６頁))。

すなわち，平成１３年に，県南地域及び県西地域の３５市町村２水道企

業団（現在は，市町村合併により２１市町村１水道企業団となってい

る｡）から茨城県知事に対し「広域的水道整備計画策定の要請書」（乙１

８５号証）が提出され，これを受けて，茨城県では，県南地域及び県西

地域を給水区域とした新たな県南西水道計画を策定すべく現在作業を進

めているが，上記要請書を提出した市町村等の中には，既に水源不足が

生じ，他の市町村等から企業局との契約水量の一部を暫定的に融通して

もらい不足を補っているところもあるなど，現在企業局が経営している

県南広域水道用水供給事業及び県西広域水道用水供給事業では需要に対

する供給不足が生じると見込まれるため，八シ場ダム建設事業参画水量

１．０９㎡／秒（９万４２００㎡／日）のうち，将来の事業化のために

確保した0308㎡/秒(2万6630㎡/日)(別議表２(66頁)）
を，この県南西水道計画に基づく新たな広域水道用水供給事業に使用する

ことを予定している。

オ以上のとおり，今後の水需要の増大に対する安定供給の観点から，八

ツ場ダム建設事業への参画水量１．０９㎡／秒（９万４２００㎡／日，

給水量ベース８万７２００㎡／日）は，その全量が必要とされている状況

にある。

なお，企業局では，平成２１年度に，県南広域水道用水供給事業及び

県西広域水道用水供給事業の事業再評価を行い，その結果，茨城県企業

局経営懇談会（乙２７６号証）において，八シ場ダム事業を水源の一部
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とする両広域水道用水供給事業の継続が承認されている（乙２７７号

証)。その際，茨城県全体の水需要バランスとの整合性を検証するため

に，茨城県の水資源行政の総合的な指針となっている後述の｢いばらき

水のマスタープラン｣の水需給計画が指標として使用されている。

(4)利根川水系における安定供給可能量

ア平成１９年６月，国土交通省では，近年の小雨化傾向による降水量の

変動や降雨総量の年平均値が減少傾向を示していることから，河川の流

量が減少し，ダム等による開発水量を計画どおりに安定的に供給するこ

とが困難になるという見解を示している。具体的には，ダム等の供給施

設からの年間を通じた安定供給可能量が，２０年で２番目の渇水年にお

いて，現在茨城県が参画し建設中の八シ場ダム，湯西川ダムや既に完成

している奈良俣ダム，渡良瀬遊水池の開発水量が計画水量に対し約７

９％まで低下し，霞ヶ浦開発事業及び霞ヶ浦導水事業では低下はないも

のの，霞ヶ浦開発事業等を含めた利根川水系全体では約８６％まで低下

するとしている（乙２１３号証)。

イこれを県南地域及び県西地域の両広域水道用水供給事業でみると，県

南広域水道用水供給事業の安定供給可能量は,別撫表９（７０頁)でみ

るとおり，取水量ベースで参画水量（地下水等を含む｡）３．８２２㎡／

秒（約３３万㎡／日）が３．５５９㎡／秒（約３０万７０００㎡／日）

まで低下することとなり，水源量のうち０．２６３㎡／秒（約２万３０

００㎡／日）の取水が困難になることが予想される。また，県西広域水

道用水供給事業でも同様に，安定供給可能量は，参画水量１．０１１㎡

／秒（約８万７０００㎡／日）が０．９１９㎡／秒（約７万９０００㎡

／日）まで低下することとなり，水源量のうち０．０９２㎡／秒（約８

０００㎡／日）の取水が困難になることが予想される。すなわち，県南
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地域及び県西地域の両広域水道用水供給事業であわせると，０．３５５

㎡／秒（約３万１０００㎡／日）の取水が困難になることが予想されて

おり，これは上記(3)エ（１９．２０頁）に述べた将来の事業化のための

未事業化分０．３０８㎡／秒（２万６６３０㎡／日）をも上回る量である。

ウまた，平成２０年７月の閣議決定を経て，同月１１日に公示された

「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」（以下「第５

次フルプラン」という。乙２１０号証）の「３その他水資源の総合的

な開発及び利用の合理化に関する重要事項」の(1)及び(2)においても，

将来的な地球温暖化に伴う気候変動の影響への対応を含む総合的な施策

や渇水に対する適正な安全性の確保のための具体的な対策を講ずるもの

とするとしており，安定供給可能量の低下への対策が求められていると

ころである。

エこのように安定供給可能量の低下が予想されるという観点からも，県

民生活の安定と発展のため八シ場ダム建設事業への参画水量の全量が必

要とされているのである。

(5)八シ場ダム建設事業を必要とする理由

企業局は，八シ場ダム建設事業への参画を前提として，暫定豊水水利権の

許可（許可権者：国士交通大臣）を得て県南広域水道用水供給事業及び県西

広域水道用水供給事業の水源として取水し市町村等の水道事業者に水道用水

を供給している。すなわち，県南広域水道用水供給事業及び県西広域水道

用水供給事業の水源の一部として，八シ場ダム建設事業の参画水量１．０

９㎡／秒（９万４２００㎡／日）のうち０．７８２㎡／秒（６万７５７０

㎡／日）を確保し，現在そのうち０．５８２㎡／秒（５万３１７㎡／日）

について暫定豊水水利権の許可を取得し，市町村等の各水道事業者に水道

用水を供給している。
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そして，県南地域及び県西地域では，つくばエクスプレス沿線開発や首都

圏中央連絡自動車道（圏央道）の開通に伴う人口の増加，工場・企業立地等

の増加，水道普及率の大幅な上昇，水道用水と自家用井戸水の併用から水

道用水への転換，市町村等の水道事業者の地下水から水道用水受水への水

源転換等の水需要の増大が見込まれており，そのため，暫定豊水水利権の

許可を得ていない県南広域水道用水供給事業に係る０．２００㎡／日（１

万７２５３㎡／日）についてその許可を得るとともに，将来事業のために

確保している未事業化分０．３０８㎡／秒（２万６６３０㎡／日）（八シ場

ダム建設事業への参画水量１．０９㎡／秒（９万４２００㎡／日）から県

南広域水道用水供給事業及び県西広域水道用水供給事業のため確保した既

事業化分０．７８２㎡／秒（６万７５７０㎡／日）を差し引いた水量）に

ついては，このような水需要の増大に対応するため現在策定作業中の県南

地域及び県西地域を給水区域とする「県南西水道計画」に係る広域的水道

用水供給事業のための水源に当てることとしている。

このようなことに加え，上記(4)（２１．２２頁）に述べたように，県南

地域及び県西地域の両広域水道用水供給事業の水源となっているダム等に

よる開発水量の安定供給可能量は低下すると予測されていることなどを踏

まえると，市町村等を通して県民に水道水を供給している企業局において，

八シ場ダムは，県民への水道水の安定供給に不可欠な水源となっているのであ

る。

工業用水の水道用水への転用等について

八シ場ダム建設事業を水源の一部とする県南広域水道用水供給事業及び県

○

西広域水道用水供給事業の主な水源は，霞ケ浦開発事業である（別図３（６

１頁)，別図４（６２頁)，別表９（７０頁))。霞ケ浦開発事業は，上記４（１）
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ウ（１４頁）に述べたとおり，首都圏の増大する水需要に対応する都市用水

及び農業用水の確保を目的として実施された事業である。

ところで，茨城県において，同事業を企業局の経営する工業用水道事業の

水源として確保している水量は１１８万３０００㎡／日（給水量ベース）で

あるが，計画１日最大給水量（工業用水道事業法３条１項に基づき届出がな

された，工業用水道事業として事業化されている水量）は１１１万５０００㎡

／日であって，工業水道事業として未だ事業化されていない水量が６万８０

００㎡／日あり，また，企業との契約水量や１日最大給水量の実績も計画１

日最大給水量にまで達していない。このようなことから，これらの未事業化

分の水量等を工業用水から水道用水に転用し，利根川等で取水することが検

討課題として控訴人らから問題提起されていた（原審における控訴人らの第

３準備書面４０～４４頁，６７頁，同第１０準備書面１５．１６頁，同最終

準備書面（２）５０～６３頁，嶋津意見書（甲１１号証）１９～２２頁)。

この点については，原審における被控訴人らの準備書面（１４）第２の２

（４）（１２．１３頁)，同（１７）第４の２（２）（２４．２５頁)，同（１

９）第２の２（２）（１１．１２頁)，同（２１）第２の１０（２０．２３

頁）に述べ，また，嶋律意見書に対する意見書（乙２２５号証２３～２５頁，

２７．２８頁）及び仙波調書（２８～３０頁）に述べられているとおりであ

るが，ここで再度整理することとする。

(1)茨城県における工業用水道事業

茨城県における工業用水道事業は，企業局において，那珂川，鹿島，県南

広域，県西広域及び県央広域の五つの工業用水道事業（別図５（６３頁)）

を経営し，また市町村等においては，１１の工業用水道事業を経営しており，

企業局及び市町村等の浄水場から配水管を工業用水を必要とする工場などに

直接つなぐことで給水を行っている。
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(2)霞ヶ浦開発事業による工業用水の水道用水への転用について

茨城県における霞ヶ浦開発事業を水源とする工業用水道事業の実状（平成

２３年３月末現在）について述べると，同事業の工業用水として確保して

いる水量は１１８万３０００㎡／日（給水量ベース）であり，工業用水道

事業として事業化されている計画１日最大給水量は１１１万５０００㎡／日

である。また，企業局と企業との契約水量は９８万７１３６㎡／日であり，

工業用水道事業の１日最大給水量の実績は６１万５０８８㎡／日である。

まず，霞ヶ浦開発事業による工業用水の未事業化分の水量の水道用水へ

の転用についてであるが，工業用水として確保している水量（１１８万３

０００㎡／日）と計画１日最大給水量（１１１万５０００㎡／日）との差の

未事業化分（６万８０００㎡／日）については，茨城県では，県南広域，県

西広域及び鹿島の各工業用水道事業の給水区域以外の鹿行地域を中心とした

霞ヶ補周辺部での工業用水の需要に対応するための水源として位置付けてお

り，この地域の将来の工業用水として必要とされているものであるため，水

道用水に転用することはできない（乙２２５号証２４．２５頁，仙波調書２

８．２９頁)。

次に，計画１日最大給水量（１１１万５０００㎡／日）と契約水量（９８

万７１３６㎡／日）との差分（１２万７８６４㎡／日）については，企業か

らの増量申請や産業大県を目指して企業誘致を進めている茨城県が進出企業

の工業用水の需要に対応するため確保しているものであるため，これについ

ても水道用水に転用することはできない（乙２２５号証２４頁，仙波調書２

８頁)。

さらに，契約水量（９８万７１３６㎡／日）と１日最大給水量の実績（６

１万５０８８㎡／日）との差分（３７万２０４８㎡／日）については，契約

水量は企業が必要と判断して企業局と需給契約を締結した水量であり，企
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業局は，需給契約に基づき，常に企業に対し契約水量を確保して送水しな

ければならない義務を負っているため，これについても水道用水に転用す

ることはできない（乙２２５号証２３～２５頁)。すなわち，企業局が経営

している工業用水道事業においては，受水企業は，時間最大使用水量（１日

うちの１時間当たりの使用水量のうち，最大の水量をいう｡）の予定を定め，

この水量を１日当たりに換算して企業局と需給契約を締結している。その理

由は，受水企業が１日のうちのどの時間帯でも必要な水量が使用できるよう

にするためであり，このような契約形態を採ることにより，受水企業は，貯

留施設を持たなくても常時必要水量を確保することが可能となり，生産活動

に支障を来さずに済むからである。受水企業は，契約水量の一部しか使用し

なかった場合でも，契約水量分の料金を負担することとなるが，これは，契

約水量を賄うために必要となる浄水場等の施設整備費やダム等の水源開発施

設の負担金を回収するために必要な負担であり，これにより工業用水道事業

の事業採算が見込まれるものである（責任水量制)。このような仕組は，全

国の工業用水道事業において採用されているものであり，企業局は，この仕

組により水源を確保し契約水量を常に全量供給できるよう施設を整備するこ

とができるのであって，これにより受水企業との需給契約に基づく供給義務

を果たすことができるのである。

(3)霞ケ浦開発事業の余裕水量の利根川等での取水について

霞ケ浦開発事業で開発した工業用水は，上記(2)（２５頁）に述べたとお

り，工業用水の需要に対応するために，企業局の工業用水道事業の水源と

して確保しているものであり，水道用水に転用することはできないが，仮

に転用するにしても，県南地域及び県西地域へ霞ヶ浦開発事業の水を送水

するには，霞ヶ浦に新たな取水施設を建設して，送水管を配管しなければ

ならず，数百億円単位の膨大な整備費用が必要であり，現実的でない（乙
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２２５号証２８頁，仙波調書３０頁)。

霞ヶ浦開発事業により開発された農業用水等を県南地域及び県西地域に

送水するための，独立行政法人水資源機構及び農林水産省が実施した霞ケ

浦用水事業（乙２１６号証）があるが，控訴人らは，原審において，当該

事業による送水量がまだ計画水量に達していないことから，当該事業の送

水管を使用して小貝川又は鬼怒川に送水することにより，霞ケ浦の水を小

貝川又は鬼怒川あるいはこれら河川の下流にある利根川などで取水する方

法があると主張していた（原審における控訴人ら最終準備書面（２）５９

～６３頁，嶋津意見書（甲１１号証）２０～２２頁)。

しかし，県営のかんがい排水事業や団体営（土地改良区などが事業主体

となって行うもの）の基盤整備促進事業等では，未整備の送水施設や末端

の水田・畑の基盤整備を推進しており，今後これらの基盤整備が進むこと

により農業用水の需要量が増加するものと見込まれるため（乙２３３号証

の１及び２），農業用水について，将来にわたり利用しない施設（送水管の

空き容量）はなく，霞ヶ浦用水事業の送水管等の施設を都市用水の送水に

利用することはできない（乙２２５号証２７頁，仙波調書２９．３０頁)。

また，利根水系における水道用水の水源については，その８３％を霞ケ

浦開発に依存している（平成１６年度において，ダム建設事業等によって

新たに取水可能なものとして開発された水量（開発水量）の合計５．１０

５㎡／秒と霞ケ浦などの自流（表流水）０．１６７㎡／秒とを合わせた水

道用水供給可能量５．２７２㎡／秒に占める霞ケ浦開発の供給可能量４．

３８０㎡／秒の割合。乙１８６号証６９．７０頁）ため，八シ場ダムを含

めた利根川での複数の水源を確保しなければ，水源の分散化による給水の

安全性を確保できない（乙２２５号証２８頁)。さらに，霞ケ浦の水を小貝

川に送水し，その下流にある利根川との合流点より上流側にある利根川浄
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水場で取水することは，流況（河川の流量等の状況をいう｡）との関係で不

安定な取水となるおそれがあること等の問題があり，このような水利権が

許可されるとは限らないという問題点も指摘できる（乙２１２号証１２６

０頁)。

６地下水の採取規制に伴う代替水源の確保の必要性について

八シ場ダムを水道用水の水源の一部としている県南地域及び県西地域は，

地盤沈下を抑制するため，「茨城県地下水の採取の適正化に関する条例」（以

下「地下水適正化条例」という。乙３２号証）に基づき地下水採取が規制され

る指定地域となっているが，茨城県における八シ場ダム建設事業の参画水量

は，この地下水採取規制に伴う当該指定地域の代替水源としてもなくてはな

らないものとなっている。

すなわち，茨城県では，地盤沈下を抑制するため，昭和５２年に地下水適正

化条例を施行し，指定地域内（県南地域，県西地域及び鹿行地域の３０市町村

（－部指定を含む。別図６（６４頁)）での地下水の揚水量の規制を行っている。

また，当該指定地域の一部の市町は，国の「関東平野北部地盤沈下防止等対策

要綱」（乙１８４号証の１）における保全地域（古河市，結城市，坂東市，五霞

町，境町）及び観測地域（筑西市，下妻市，常総市，八千代町，守谷市）に含

まれており，国は，保全地域では地下水採取規制，代替水源の確保及び代替水

の供給，節水及び水使用の合理化の推進について，観測地域では適切な地下水

の採取について，関係地方公共団体に対し，地域の実情に応じた具体的な施策の推

進を図るよう要請している。

平成２２年度茨城県地盤変動量調査（乙２７８号証）によると，県南地域及

び県西地域の地盤沈下については，平成２２年１月１日からの１年間で最大２

１８ｍの沈下（別表１０（７１頁)）が，平成１８年１月１日からの５箇年の
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累計では最大５６．５ｍの沈下（別表１１（６９頁)）が観測されるなど，地下

水適正化条例等による規制を行っているにもかかわらず，依然として地盤沈下

が進行している状況にある。

こうしたことから，県南地域及び県西地域において地盤沈下対策は重要な

課題であり，地下水から水道用水受水への転換が見込まれているが，八シ場

ダム建設事業は，これまで水道事業者が水源としてきた地下水の代替水源と

しても必要とされているのである。

７いばらき水のマスタープランの水需要予測について

水道事業，水道用水供給事業等の水道事業者（茨城県の事業体については，

上記第１の１（１）（４～６頁）参照）は，その給水区域の住民や受水事業者に

対し，安全で良質な水を常時安定的に給水する責務を負っており，そのため，

それぞれ必要な施設整備を行うとともに，必要な水源の確保に努めている。

企業局の営む水道用水供給事業においても同様であり，本件の八シ場ダム建

設事業による開発水を水源の一つとしている県南広域水道用水供給事業，県

西広域水道用水供給事業の状況及びこれら事業の今後の見通しと八シ場ダム

開発水との関係については，前述したとおりである。

他方，茨城県では，企業局を含む各水道事業者とは別に，県全体の水需給

の長期見通しや水資源に関する施策の方向性を明らかにして県政運営の指標

とするため，茨城県企画部水・土地計画課において，「いばらき水のマスター

プラン（以下「マスタープラン」という｡)」を策定している。

控訴人らは，原審及び当審において，マスタープランが過大な水需要予測

を行っており，そのために企業局は八シ場ダム建設事業に参画している旨主

張しているが，マスタープランは，あくまで県全体の長期の水需給について

の見通しや施策の全体的方向性をみるための県政運営の指標にすぎない。す
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なわち，マスタープランは，知事部局である企画部水・土地計画課が，各水

道事業者とは別に，各種統計データや水利権の状況などに基づきマクロ的に

茨城県全体の水需給予測を行ったものであって，実際に水道水，水道用水，

工業用水の供給を行う水道事業者の供給地域や施設整備等の状況を勘案した

水需給予測と別個のものである。個別の水道事業者は，その給水区域に責任

を負う立場から，各々の将来計画や経営方針にしたがって，必要な施設整備

や水源の確保を行っているものである。

したがって，地方公営企業である企業局を含む水道事業者の個々の水源開

発については，各水道事業者の事情，地域の特性，人口や経済の動向，渇水

時の対応のための水源分散化，取水・浄水施設等の効率的な施設整備等の諸

要素を総合的に判断し，長期的視野に立って決定しているものであり，知事

部局である企画部水・土地計画課が作成したマスタープランの予測の適否と

本件で問題となっている企業局の八シ場ダム建設事業への参画の適否とは関

係がない。

以上のことから，マスタープランと八シ場ダム建設事業への参画を関連づ

けた原判決の判示（原判決６７頁１行目ないし３行目及び１６行目ないし１

８行目）は当を得ておらず，不適切といわざるを得ないが，マスタープラン

は個別の水源開発の必要性の検証のために利用されているため，以下，この

マスタープランについて述べることとする。

(1)いばらき水のマスタープランの策定等について

茨城県（企画部水・土地計画課）では，平成１４年３月に水資源行政の

総合的な指針として「いばらき水のマスタープラン（新・茨城県長期水需

給計画)」（以下「旧プラン」という。乙１６０号証｡）を策定し，平成１９

年３月にこれを改定した「いばらき水のマスタープラン（改定)」（以下

「新プラン」という。乙１８１号証｡）を策定している。
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(2)新プランの利根水系の水需要予測について

ア水系別予測について

新プランは，県内の一級河川を中心とする利根水系，那珂水系，久慈

水系及び二級河川を包括した多賀水系の４水系に区分し（乙１８１号証

５頁。別図１（５９頁)），水系ごとに用途別予測を行い，その合計をも

って県全体の予測値としている。

イ利根水系の水道用水の需要量の推計について

水道用水の需要量は，家庭用水（飲料水・調理・洗濯・風呂・掃除・

水洗トイレ等)，都市活動用水（営業用水・事業所用水・公共用水・消火

用水等）及び工場用水（工場において事業用途に使用する水道水。工業

用水ではない｡）に区分し，利根水系における１日最大取水量を推計して

いる（図Ａ)。

この推計では，個々の水道事業者の個別の事情は考慮されていない。
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図Ａ水道用水推計フロー図（利根水系）

給水人ロ９ｺ万人

エ場用水且a2D52ITiB厚市活動用水園111904ｍ/日家麿用水量483405『Ti『日

｢7百京扇尿雨忘扁司 F雨ｦ壷;三ｍ;同
｢￣雨扇E薊。

ウ利根水系の工業用水の需要量の推計について

工業用水の需要量は，淡水補給水原単位（製造品出荷額等１億円当た

りの淡水補給水量）及び製造品出荷額等から，利根水系の１日最大取水

量を推計している（図Ｂ)。

なお，１日最大取水量に新規プロジェクト水量を加えて工業用水の需

要量としているが，利根水系では新規プロジェクト水量を見込んでいな

い。

3２

▼

行政区域内人口 茨城県総合計画「元気いばらき戦略プラン」（以下「総合計画」という。乙

１６２号証）の数値を採用

家庭用原単位 1人が１日あたりに家庭で使用する水量

家庭用水量 家庭用水量＝給水人口×家庭用原単位

都市活動用原単位 1人が１日あたりに都市活動で使用する水量

都市活動用水量 都市活動用水量＝給水人口×都市活動用原単位

工場用水量 基準年の実績値及び工業用水の伸び率をもとに工場用水量を推計

有収水量 給水量（浄水場から送り出す水量）のうち料金徴収の対象となる水量

有収率 有収率＝有収水量÷１日平均給水量

負荷率 負荷率＝１日平均給水量÷１日最大給水量

ロス率 ロス率＝（１日最大取水量一１日最大給水量）÷１日最大取水量

取水から給水に至るまでの損失割合

行政区域内人口193万人



図Ｂ工業用水推計フロー図（利根水系）

「~闘壼壼壷一-１

エ水需給バランスについて

上記イ及びウ（３１～３３頁）に述べたとおり，水道用水及び工業用

水の需要量を推計した結果，平成３２年の水需給バランスの見通しは，利

根水系においては，水道用水と工業用水を合算した都市用水は，供給量が

需要量を２．０８０㎡／秒上回ることとなったが，水道用水だけみると，

供給量が需要量を０．３３６㎡／秒下回ることとなった（乙１８１号証３

５頁。表Ａ)。

3３

県内総生産 総合計画の数値を採用

製造品出荷額等 県内総生産×換算係数

換算係数 県内総生産に対する製造品出荷額等の割合

第三次産業の伸び等により低下傾向が続くものと推計

淡水補給水原単位 製造品出荷額１億円／年当たりの淡水補給量

淡水補給水量 １日平均淡水補給水量＝製造品出荷額等×淡水補給水原単位

製品の原料となる水や冷却用水として循環利用している間に蒸発・飛散する

水など，回収利用ができない水に相当する分を淡水で補給する量

ロス率 ロス率＝（１日最大取水量－１日最大給水量）÷１日最大取水量

取水から給水に至るまでの損失割合

負荷率 負荷率＝１日平均取水量÷１日最大取水量



企業局における八シ場ダム建設事業の必要性など，茨城県下の個々の

水道事業者（その内訳は上記第１の１（１）（４～６頁）のとおりである｡）

の水源開発の必要性と，マクロ的に茨城県（利根水系）の水需給バランス

を推計した新プランとは直接結びつくものではないが，このようなマクロ

的な水需給バランスの見通しからみても，利根水系の水道用水として八シ

場ダムの必要性は肯定されるのである。

(単位：㎡/秒）表Ａ水需給バランス（利根水系）

3４

項目

年度 平成16年

(2004）

平成27年

(2015）

平成32年

(2020） (日量換算）

水道用水

(A）

供給量

需要量

供給量一需要量

7.423

7.363

0.060

10.219

9．７２１

0.498

10.219

10.555

△0.336

911,918㎡

工業用水

(B）

供給量

需要量

供給量一需要量

16.693

10.226

6.467

10190

13.097

3.093

16.000

13.584

2.416

1,173,655㎡

都市用水

(A)＋(B）

供給量

需要量

供給量一需要量

2４．１１６

17.589

6.527

26.409

22.818

3．５９１

26.219

24.139

2.080



８まとめ

茨城県においては，現在及び将来の県民のライフラインに関わる水道水の

安定した供給の確保を図るため，水道事業者である市町村等の意見及び県民

の総意を代表する知事の判断や県議会での十分な審議と議決により，長期的

視野に立って八シ場ダム建設事業に参画しているものである。

茨城県においては，県南地域及び県西地域の各水道事業者への水道用水供

給事業の水源の一部として八シ場ダム建設事業を位置付け，現在八シ場ダム

の完成を前提とした暫定豊水水利権を含む水利権の許可を得て取水しており，

県南広域水道用水供給事業では全体計画の８９％，県西広域水道用水供給事

業では全体計画の９５％に相当する水量を当該許可に基づき取水し，県民に

水道用水を供給している。

さらにこれらの地域においては，今後，つくばエクスプレス沿線開発や

圏央道の開通に伴う人口の増加，工場・企業立地等の増加，水道普及率の上

昇，地下水から表流水への転換，水道事業者の地下水から水道用水受水への

転換等により水道用水が不足することが見込まれており，そのため，暫定豊

水水利権の許可水量をさらに引き上げるとともにその余の未事業化分の水

量については，茨城県において現在策定作業中の県南西水道計画に係る広域

的水道用水供給事業の水源に当てることとしている。

このようなことに加え，県南地域及び県西地域の両広域的水道用水供給事

業の水源となっているダム等による開発水量の安定供給可能量が低下すると

予測されていることなどを踏まえると，八シ場ダム建設事業は，県南地域及

び県西地域の県民の安心・安全な生活にとって必要不可欠な水源となってい

る。

ちなみに，仮に，控訴人らの主張のとおり八シ場ダム建設事業から撤退又

は参画利水量を減量したとしても，原審における被控訴人の準備書面（８）
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の４（１０．１１頁）に述べ，また，嶋津意見書に対する意見書（乙２２５

号証２８頁）に述べられているとおり，ダム建設事業縮小に伴う不要支出額

等を負担しなければならず，必ずしも既に納付した負担金が還付されるわけ

ではない。
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第２控訴理由書における個別の主張に対する反論

控訴人らは，平成２３年（２０１１年）１月２８日付け控訴理由書の第２部

及び同年５月１６日付け控訴理由書（２）において，茨城県の利水に関し，八

シ場ダムの必要性はないとして績々主張している。以下，これに対し反論する。

１八シ場ダム建設に係る利水関係の負担金の支出は再検討義務に違反してな

された支出である旨の主張（控訴理由書第２部第１（１４～１６頁)）について

控訴人らは，原審が，平成１５年９月１０日頃には，旧プランの水需要予

測値は実績値と乖離していたが，平成１９年３月に策定された新プランに基

づいて茨城県企業局長が八シ場ダム建設事業に参加する必要性がある旨判断

した以上，本件財務会計行為の違法性については，新プランが明らかに不合

理な予測か否か判断すれば足りると判断したこと（原判決６７頁４行目ない

し２１行目）に対して，水需要の予測と実績が相当に乖離したことによって

計画再検討義務が生じ，その義務が生じた時点以降にこれまでどおりの需要

予測のもとに支出されたものは，この時点にまで遡って全て違法な支出であ

ったと判断されるべきである旨主張している。

知事部局である企画部水・土地計画課が作成したマスタープランの県全体

の水需給予測の適否と地方公営企業である企業局が水道用水供給事業者とし

て八シ場ダム建設事業に参画することとしたことの適否とは関係がなく，マ

スタープランと八シ場ダム建設事業への参画とを関連づけた原判決の判示

（原判決６７頁１行目ないし３行目及び１６行目ないし１８行目）は不適切

なものといわざるを得ず，このことについては，上記第１の７（２９．３０

頁）に述べたとおりである。したがって，控訴人らの主張も的外れの主張自

体失当のものでしかないが，参考に供するために反論することとする。

まず，控訴人ら主張の再検討義務の根拠となる法律は地方自治法２条１４

項及び地方財政法４条１項と考えられるが，地方公共団体がその事務を処理

3７



するに当たっての包括的な訓示規定である地方自治法２条１４項や，議会で

議決された予算の目的を前提として予算執行段階での支出のあり方を規制し

た（支出の目的である政策や計画の策定あるいは議会の議決の内容について

規制するものではない｡）地方財政法４条１項の規定から，水のマスタープラ

ンのような計画を当然に再検討すべきとする法令上の作為義務が生じるもの

ではない。

また，企業局の八シ場ダム建設事業への参画とそのための負担金の支出は，

上記第１の２(2)及び(3)（８～１０頁）に述べたとおり，県南地域及び県西

地域の水需要の増大に対応するため，これら地域の各市町村長等の要請に基

づき実施している県南広域水道用水供給事業及び県西広域水道用水供給事業

の安定水源を確保するためであり，既に暫定豊水水利権の許可により県南広

域水道用水供給事業及び県西広域水道用水供給事業の水源になっているが，

上記第１の４(3)及び(4)（１６～２２頁）に述べたとおり，県南地域及び県

西地域においてはさらなる水需要の増大が見込まれており，それに応ずるた

めの新たな広域的水道用水供給事業が予定され，その水源として位置付けら

れていること，安定供給可能量の低下が予測されていることなどから，その

必要性は明らかである。

２原審の新プランの水需要予測についての判断が不公正である旨の主張等

（控訴理由書第２部第２（１６～２３頁）及び控訴理由書（２）第１（２～

５頁)）について

控訴人らは，新プランの水需要予測に合理性を認めた原審の判断は，極め

て行政寄りに偏っており不公正であると断じ，次のとおり主張している。上

記１（３７頁）に述べたとおり，これらの主張も主張自体失当のものである

が，参考に供するために順次反論する。
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(1)控訴人らは，原審が，新プランにおける需要予測と直近の－時点の実績

値との間に乖離が生じていること（平成１８年度時点の利根水系水道用水

で約４万㎡/日）をもって，直ちに新プランの予測が明らかに不合理だとい

うことにはならないと判断したこと（原判決６８頁７行目ないし９行目）

に対して，新プランの需要予測が意味を持つのは目標年である２０２０年

度（平成３２年度）の水需要予測であり，今後の水需要は実績値から合理

的に予測すると減少ないし横ばいで推移するとみるべきで，仮に横ばいで

推移したとしても，新プランの目標年における利根水系の水需要予測値の

８５万㎡/日は，２００１年（平成１３年）以来の６０万㎡/日程度の実績

に比べて１．４２倍にもなっており，控訴人ら主張の予測値と新プランの

予測値とが明らかにかけ離れている点が問題であると主張する。すなわち，

控訴人らが合理的と主張する予測なるものは，近年の短期間の水需要の実

績のみをもって，横ばい，頭打ちの傾向があるから今後もその傾向のまま

推移するとするもので，そうであれば，茨城県の目標年次（平成３２年）

の予測値が過大で合理性を欠くというものである。

しかし，原審における被控訴人ら準備書面（１４）第３の２（２）（１８

～２２頁）に述べ，また，嶋津意見書に対する意見書（乙２２５号証１７

～２２頁，２９頁，３６．３７頁）に述べられているとおり，今後の茨城

県の水需要の長期見通しを明らかにするには，控訴人らが主張するような

近年の短期間の実績のみをもって将来の水需要を断定することは適当では

ない。新プランは，平成元年度から平成１６年度までの１６年間の実績を

もとに，つくばエクスプレス沿線開発や首都圏中央連絡自動車道（圏央道）

の開通に伴う人口の増加，企業立地等の増加，水道普及率の上昇，自家用併

用井戸使用による地下水から水道用水への転換など将来の変動要因を加味し

た予測手法によって推計しているのであり（推計方法については，上記第１
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の７(2)イ（３１．３２頁）参照)，河川環境を専門とする大学教授などに

より構成された「いばらき水のマスタープラン検討委員会」（乙１８１号証４

４頁）における検討結果をも踏まえ，水需要を適切に推計したものである。

ちなみに平成元年度からの利根水系の実績で見ると，１日最大給水量

については，平成元年度の４６万２８３３㎡／日から平成１６年度の６０万

８０２２㎡／日と約３１％増加しており（乙１８６号証４２頁，１－６２

頁)，１日平均給水量についても，平成元年度の３７万１１３０㎡／日から

平成１６年度の５１万２０５７㎡／日と約３８％増加している（乙１８６号
証４２頁，１－６１頁)。

(2)控訴人らは，原審が，水道普及率を目標年に１００％に達するものとし

て設定したことは明らかに不合理とはいえないと判断したこと（原判決６

８頁１９行目ないし２１行目）に対して，自家用併用井戸から水道への転

換による水量の増加は仮想の話でしかないことなどから，水道普及率を１

００％とすることには根拠がない旨主張している。

しかし，自家用併用井戸を使用している世帯は水道を設置しており，そ

もそも給水人口に含まれているのであるから，自家用併用井戸から水道へ

の転換により水道普及率を１００％と設定することは根拠がないとする主
張は誤りである。

仮に控訴人らの主張が，水道普及率とは別個に自家用併用井戸から水

道への転換による水量の増加は仮想の話でしかないとの主張と解釈すれば，

その主張については，原審における被控訴人ら準備書面（２１）第２の５

（２）（１６．１７頁）に述べ，また，嶋津意見書に対する意見書（乙２２

５号証４１．４２頁）に述べられているとおり，利根水系の地域において

地下水の水質基準の適合率が５８％であることや，井戸そのものの劣化に

よる使用停止等があることから，自家用併用井戸から水道への転換が進み，
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水量の増加があるとすることについて何ら不合理な点はない。

なお，新プランが目標年である平成３２年の水道普及率を１００％と設

定したのは，原審における被控訴人ら準備書面（１０）第３の２（２）ア

（１２頁）に述べたとおり，平成１４年３月に茨城県が策定した「茨城県

水道整備基本構想２１」（乙１６３号証）において，水道はライフラインと

して県民の健康で文化的な生活を営む上で必要かつ重要な社会基盤施設の

一つであり，全ての県民が，いつでも，どこでも水道水の供給を受けられ

る体制を構築するために水道普及率１００％を目標としているからである。

また，上記に述べた地下水の水質基準の適合率が低いこと（乙１８２号証

１３６．１３７頁）や井戸そのものの劣化などによる使用停止等により，

井戸のみを設置している家庭が水道の設置を進めることなどを考慮すれば，

合理性のある設定といえるのである。

(3)控訴人らは，原審が，近年の１人当たり家庭用水の頭打ち傾向が続くこ

とが確実とはいい切れないと判断したこと（原判決６９頁４．５行目）に

対して，頭打ち傾向が増加傾向に転ずることを予測させる事情が全く存在

せず，節水機器の開発と普及の状況をみれば，１人１日当たり使用水量の

減少傾向は構造的なものであり，今後とも続くことは確実に予想される旨

主張している。

しかし，原審における被控訴人ら準備書面（１４）第３の２（２）ウ

（２０～２２頁）に述べ，また，嶋津意見書に対する意見書（乙２２５号

証４０～４２頁）に述べられているとおり，新プランの利根水系の１人当

たり家庭用水（家庭用原単位）については，減少要因として「食器洗い乾

燥機の普及｣，「節水型洗濯機の普及」及び「節水型トイレの普及」を見込

んでおり，一方，増加要因として「世帯構成人員の減少（核家族化)｣，「高

齢化」及び「自家用併用井戸の水道への転換」を見込み，基準年（平成１
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６年度）の家庭用原単位に減少・増加原単位を積みあげることで推計して

いるに１８６号証１－３５頁，１６～２２頁参照)。

すなわち，新プランの需要予測には，控訴人ら主張の節水機器の普及は

織り込み済みである。

ちなみに増加要因として見込んだ「世帯構成人員の減少（核家族化)」

と使用水量の関係については，例えば，東京都水道局の調査（平成１５年

度生活用水実体調査・乙１８６号証１７頁）において，世帯人員が少ない

ほど１人当たりの使用水量が多くなるということが示されている。また，

「高齢化」については在宅時間の増加に伴う使用水量の増加が，「自家用併

用井戸から水道への転換」については地下水の水質基準の適合率の低さや

井戸の老朽化等による使用水量の増加が，それぞれ家庭用原単位を増加さ

せる要因になると判断できることから，増加要因に見込んだものである。

(4)控訴人らは，原審が，利根水系の地下水の飲料水としての水質基準への

適合率が５８．０％であったことを自家用併用井戸から水道への転換が進

む根拠に挙げていること（原判決６９頁８行目ないし１１行目）に対して，

自家用併用井戸は，風呂水など飲用以外の用途に使われることも多く，飲

用に適さないからといって自家用併用井戸から水道への転換が進むとは限

らない旨主張している。

上記(2)（４０頁）に述べたとおり，地下水の水質基準の適合率の低さに

より自家用併用井戸から水道への転換が進み，さらには，井戸そのものの

劣化などによる使用停止等により水道への転換が進むことなどを考慮すれ

ば，自家用併用井戸が風呂水などに使われることがあるからといって，転

換が進むとした合理性を何ら左右するものではない。

(5)控訴人らは，原審が，新プランの工場用水の予測について，平成元年度

から平成１６年度までの実績値をもとに，平成１６年度の工場用水に工業
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用水淡水補給水量の伸び率１．２０を乗じて推計したものであり，県南地

域及び県西地域において新たな開発による企業立地等による需要の増加が

生じる可能性があることからすれば，明らかに不合理であるとはいえない

と判断したこと（原判決６９頁１１行目ないし１６行目。なお，同１１行

目の「工業用水」は「工場用水」が，同１２行目の「工業用水に」は「工

場用水に」が正しい｡）に対して，利根水系の工場用水の実績は１９９７年

（平成９年）以降は横ばいあるいは減少しているという実績を無視して，

１．２０を乗じたことは根本的な欠陥がある旨主張している。

しかし，利根水系の工場用水の実績値の推移は，平成元年度から平成６

年度まで増加傾向で，その後，平成８年度まで減少したものの平成９年度

に増加，その後横ばいが続き，平成１５年度に減少したものの平成１６年

度に再び増加している（乙１８６号証１－５８頁)。このように年による増

減がみられる状況下で，直近の数年間ではなく，一定期間（平成元年度か

ら平成１６年度まで）の実績値をもとに推計する手法に不合理な点はない。

また，平成元年度から平成１６年度までの実績値の伸び，すなわち，利根水

系の工場用水の実績は，平成元年度に２万６３㎡／日であったものが，平成

１６年度には２万６６８８㎡／日と３３％増加していること（乙１８６号証

４２頁）と比較しても，平成３２年度には平成１６年度から２０％増加する

（１．２０を乗じる）とした推計値に不合理な点はない。

また，控訴人らは，新たな工場（企業）立地には根拠はなく，仮に工場

（企業）の進出があったとしても，節水技術が進み，排水のリサイクル率

が高まっているため，大きく需要が伸びることは考えられない旨主張して

いる。

しかし，上記第１の４(3)イ（１７．１８頁）に述べ，また，嶋津意見書

に対する意見書（乙２２５号証２４．２５頁）に述べられているとおり，

4３



茨城県では，産業大県づくりを目指して企業誘致を進めており，特に県南

地域及び県西地域において，今後つくばエクスプレス関連の新たな開発等

による企業立地などの可能性を見込むことには何ら不合理な点はない。ま

た，工業用水の回収率については向上が見られず，頭打ち状態となってい

る（乙１８６号証４９頁)。

(6)控訴人らは，原審が，負荷率（１日平均給水量÷１日最大給水量）の設

定について，控訴人ら主張の負荷率の上昇傾向が確実に続くとはいい切れ

ないことから，平成元年度から平成１６年度までの実績値の最小側５年の

平均値を採用して８０％と設定した新プランにおける推計方法が明らかに

不合理とはいえないと判断したこと（原判決６９頁１６行目ないし２２行

目）に対して，実績値でみると負荷率が確実に上昇していることは明らか

であり，また，負荷率の上昇傾向の原因と考えられるエアコンの普及によ

る夏季のシャワー使用の減少などの事情が今後も変わるとは考えられない

ことから，８０％という数値を採用するのは不合理であり違法である旨主

張している。

しかし，原審における被控訴人ら準備書面（１４）第３の２（３）ウ

（２０～２２頁）に述べ，また，鳴津意見書に対する意見書（乙２２５号

証２０．２１頁，４５．４６頁）に述べられているとおり，新プランにお

ける負荷率は，県民に対する安全・安定給水が水道事業者の最大の使命で

あることから，一定期間の実績を勘案し，将来予測の不確実性及び安全性

を考慮して，実績値の最小側５年の平均値で推計を行っているものである。

控訴人ら主張の負荷率の上昇傾向の原因は推測にすぎないのであって，

これが茨城県にも当てはまり，かつ，今後も負荷率の上昇傾向が変化しな

いといい得るものではない。

(7)控訴人らは，原審が，新プランにおける有収率（有収水量÷１日平均給
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水量）を９２％と設定したことについて，県内の過去の実績値を考慮して

実現可能な目標値を設定したものと認められ，明らかに不合理であるとは

いえないと判断したこと（原判決６９頁下から１行目ないし７０頁５行

目）に対して，「最少の経費で最大の効果を上げる」ことが法律上求められ

ている行政機関のとるべき態度としてどのようなものが合理的かという観

点から，実現可能な範囲の中で最大のものを設定しなければならず，新プ

ランの有収率は不合理である旨主張している。

しかし，原審における被控訴人らの準備書面（１４）第３の２（３）ウ

（２０～２２頁）及び同（２１）第２の５（３）（１７頁）に述べ，また，

嶋津意見書に対する意見書（乙２２５号証４５．４６頁）に述べられてい

るとおり，新プランの有収率については，茨城県では中小規模の水道事業

者が多いという状況や実績値を勘案し，将来予測の不確実性及び安全性を

考慮して数値を設定したものであり，不合理などといえるものではない。

(8)控訴人らは，原審が，控訴人らの原審において主張した予測値に言及し

ていないことは判断の遺漏である旨主張している。

しかし，予測の算出根拠である給水人口，１人当たり家庭用水，有収率，

負荷率等個々の数値が不合理とはいえず，茨城県において算出した予測値

･が不合理なものではないから，控訴人らの予測値なるものに言及しないの

は当然の帰結である。

なお，控訴人らの予測値が大雑把な机上計算をした表面的なもので，長

期的かつ安定的な水資源の確保という行政としての目標を満たすものでは

ないことは，原審における被控訴人ら準備書面（１４）第３の２（２）（１

８頁）に述べ，また，嶋津意見書に対する意見書（乙２２５号証１９～２

１頁，２９頁，３６．３７頁）に述べられているとおりである。
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３供給量の予測について（控訴理由書（２）第２（５～７頁)）

控訴人らは，原審が，新プランにおいて，平成３２年の利根水系における

水道用水供給量の見込みが，地下水の取水量減少分を差し引いて算出されて

いることについて不合理とはいえないと判断していること（原判決７０頁１

５行目ないし７１頁６行目）に対して，地盤沈下や地下水位の実態を何ら考

慮しておらず，行政の判断に無批判に追随していると断じ，次のとおり主張

している。上記１及び２に述べたとおり，この主張も主張自体失当のもので

しかないが，参考に供するために順次反論する。

（１）控訴人らは，平成１４年以降，地盤沈下が沈静化している旨主張してい

る。

しかし，上記第１の６（２８．２９頁）並びに原審における被控訴人ら

の準備書面（１０）第４の２（２０．２１頁)，同（１４）第４の２（２８

頁）及び同（２１）第２の１７（２６～２８頁）に述べ，また，嶋津意見

書に対する意見書（乙２２５号証５４．５５頁）及び柏村意見書に対する

意見書（乙２２６号証１９．２０頁）に述べられているとおり，県南地域

及び県西地域においては，依然として地盤沈下が進行している。また，一

旦地盤沈下すると回復することは考えられないことから，今後も地盤沈下

を抑制し，地下水を貴重な水資源として有効活用していくためには，地下

水適正化条例（乙３２号証）等に基づく地下水揚水量の規制や水道水への

転換が引き続き必要である。

（２）控訴人らは，茨城県の地下水揚水量の規制は他の都県に比べても非常に

甘く，現在の規制方法では，実際は将来揚水量が増加することすら考えら

れる旨主張している。

茨城県においては，地下水適正化条例に基づき，一定規模以上の揚水施

設によって大量の地下水を採取する行為について，採取前に知事の許可を
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必要とすることなどで，地下水の利用の調整を図っており，規制の効果に

より地下水揚水量は経年的に減少し，利根水系の水道用水の地下水採取量

は，平成元年度に２２万１２５０㎡／日であったものが，平成１６年度には

１８万５８５７㎡／日と，１６％減少している（乙１８６号証４２頁)。控

訴人らの主張は，何ら具体的根拠が示されておらず，一方的な主張でしか

ない。

(3)控訴人らは，水道用地下水は全地下水揚水量のうち一部にすぎず，茨城

県北西部（茨城県南西部の誤りと思われる｡）では農業用地下水が最も高い

比率を占めており，水道用地下水のみ削減するのは不合理である旨主張し

ている。

そもそも，地下水適正化条例は，水道用，農業用等の使用用途で区別す

ることなく地下水の採取を規制しているのであり，水道用地下水のみを削

減しているものではない。

また，原審における被控訴人ら準備書面（２１）第２の１７（２６～２

８頁）に述べたとおり，農業用地下水は水田や畑地への農業かん慨のため

の季節（一時的な）採水が一般的である上，再び地下に還元されるという

特色から，地盤沈下への影響は少ないものである。

(4)控訴人らは，東日本大震災では，茨城県内でも各地で水道施設が破損し，

断水が生じた地域があり，そこでは井戸水が貴重な生活用水として機能し

たとし，地下水は危機管理用水として活用が図られるべきであり，削減す

べきであるという合理的根拠はますます失われている旨主張している。

しかし，地下水適正化条例でも，地下水位の異常な低下などを生じさせ

る場合は別として，災害等の緊急対策であれば，地下水採取の許可が認め

られている（同条例５条２項，同条例施行規則（乙２７９号証）６条)。

地下水を危機管理用水として活用すべきであるという点だけをもって，

4７



地下水揚水量の削減の合理的根拠が失われる旨の控訴人らの主張は，短絡

的な主張であり，依然として地盤沈下が進行している中にあって，今後も

地盤沈下を抑制するために規制が必要なことは，当然のことである。

４霞ケ浦開発事業及び工業用水の転用について（控訴理由書（２）第３（７

～９頁)）

控訴人らは，原審が，控訴人ら主張の霞ケ浦開発や工業用水の余剰水源の

融通，転用について否定したこと（原判決７１頁１５行目ないし７２頁１７

行目）に対して，被控訴人らの主張を無批判に採り入れたものにすぎないと

断じ，次のとおり主張しているので，順次反論する。

（１）控訴人らは，原審は，霞ヶ浦開発の水源を八シ場ダムの代替水源として

利根川で取水する水道用水に転用するには，水利権や諸施設の問題を解決

する必要があるとしながら（原判決７２頁４行目ないし６行目)，解決の可

能性について検討すらせず司法審査を放棄している旨主張している。

しかし，上記第１の５（３）（２６～２８頁）に述べ，また，嶋津意見書に

対する意見書（乙２２５号証２７．２８頁）に述べられているとおり，施

設整備の費用が膨大であること，水源の分散化による給水の安全性を確保

する必要があること，取水地点を変更した場合に水利権が認められるとは

限らないことなどから，融通や転用は困難なものである。

（２）控訴人らは，原審が，霞ヶ浦用水事業は通水区域の拡大に伴う農業用水

の需要量の増加が見込まれるため，現在の確保水量を維持する必要があり，

都市用水の送水のために転用するのが困難であると判断することも明らか

に不合理とはいえないと判断したこと（原判決７２頁１１行目ないし１７

行目）に対して，減反政策と農業人口の減少のもとで，農業用水の取水量

が増加していくという想定自体が経験則違反であり，霞ヶ浦用水事業の農
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業用水の需要が増加するということは机上の空論である旨主張している。

しかし，上記第１の５（３）（２７頁）並びに原審における被控訴人らの準

備書面（１９）第２の２（２）イ（１２頁）及び同（２１）第２の１１

（２２．２３頁）に述べ，また，嶋津意見書に対する意見書（乙２２５号

証２６．２７頁）に述べられているとおり，利根水系の一部である霞ケ浦

用水事業区域内においては，通水水田面積の増加や新たなかんがい畑面積

の増加が見込まれており，これらにより，今後農業用水の需要量の増加が

見込まれ，霞ヶ浦用水事業の送水管等の施設を都市用水の送水のために利

用することはできないのである。被控訴人ら主張は机上の空論などではな

い。

(3)控訴人らは，原審が，利根水系は現在水道用水の水源の８３％を霞ヶ浦

開発に依存している状態は，渇水や震災等の不測の事態における給水の安

定性の観点から望ましくなく，水源の分散化を進める必要があると考えら

れることから，霞ケ浦開発の水源の融通，転用を行わないことが明らかに

不合理であるとはいい難いと判断したこと（原判決７２頁６行目ないし１

１行目）に対して，八シ場ダム建設事業により安定水利権を得ても，例え

ば利根川の渇水時には十分に取水できないことになるのであるから，霞ヶ

浦の水を小貝川や鬼怒川に注水する設備を設置することが水源の分散化に

なるにもかかわらず，原審は被控訴人の主張を鵜呑みにし司法審査を放棄

している旨主張している。

水源の分散化とは，利根水系が水道用水の水源のほとんどを霞ヶ浦開発

に依存していることから，霞ケ浦以外の水源として八シ場ダムなどに参画

することにより，より多くの「水源」を確保し，給水の安定性を図ろうと

するものである。控訴人ら主張のように，霞ケ浦開発の水を小貝川や鬼怒

川へ注水することで取水地点を変更しても，それは結局，水源が霞ヶ浦で
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あることに変わりはなく，上に述べた給水の安定性を図るための水源の分

散化にはならないのである。

なお，ダムは，渇水時に河川の必要流量の不足分を補給することにより

河川の流況を維持し，渇水による被害を最小限に抑える機能を有するもの

であり，その補給水量の果たす役割が極めて大きいことは，原審における

被控訴人ら準備書面（１０）第５の２ウ（２３．２４頁）に述べたとおりである。

(4)控訴人らは，原審が，工業用水につき，被控訴人らが産業大県づくりを

目指して企業誘致を進めるため，現在の工業用水確保水量を維持しておく

必要があると判断していることについて，明らかに不合理であるとはいい

難いと判断したこと（原判決７１頁１９行目ないし７２頁４行目）に対し

て，工場の海外移転や閉鎖等が続いており，一般的な経験則としては新た

な工場立地が進むことが困難であるとみるべきであるから，今後工業用水

の需要の増加がないとみる方が合理的である旨主張している。

上記第１の４(3)イ（１７．１８頁）及び原審における被控訴人ら準備書

面（１９）第２の２（１）イ（１１．１２頁）に述べ，また，嶋津意見書

に対する意見書（乙２２５号証２４頁）に述べられているとおり，県南地

域及び県西地域は，平成２０年から平成２２年までの３年間の工場立地の実

績で，茨城県の立地件数（茨城県の立地件数は全国第５位，立地面積は全国

第１位）の５３％を占めており，今後も多くの工場立地が見込まれている。

また，茨城県においては，産業大県づくりを目指して企業誘致を進めてお

り，企業の進出に際しては水の確保が問題となるものである。

したがって，新たな工場立地，生産量の増加や生産拠点の集約化などに

対応できるよう，工業用水を確保しておく必要があり，このことは何ら不

合理なものではない。
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５環境用水及び危機管理水量について（控訴理由書（２）第４（１０．１１頁)）

環境用水及び危機管理水量として活用するという新プランの提言に対する控訴

人らの主張も，上記１ないし３に述べたとおり，主張自体失当のものであるが，

参考に供するために以下反論する。

（１）控訴人らは，環境用水及び危機管理用水（危機管理水量の誤りである｡）と

して活用するという新プランの提言は実現可能性がなく，八シ場ダム建設事業

への参画は必要ない旨の控訴人らの主張に対し，原審が，その他新プランの

問題点に関する原告ら（控訴人ら）の主張は，いずれも新プランの水需給

予測が明らかに不合理であるなど特段の事情を主張するものとはいえない

から採用できないと判断したこと（原判決７１頁７行目ないし９行目）に

ついて，原審は環境用水や危機管理用水などの新たな政策用水という構想

の欺嚥性に関する判断を避けた旨主張している。

しかし，原審における被控訴人らの準備書面（１０）第３の３（２４～

２７頁）及び同（２１）第２の１３．１４（２４～２６頁）に述べ，また，

嶋津意見書に対する意見書（乙２６５号証４９～５２頁）に述べられてい

るとおり，環境用水及び危機管理水量の考え方は，茨城県の４水系全体(別図

１（５９頁）参照）の合計需給量でみた場合の確保水量の将来における使途

の方向性を提言したものであり，例えば，環境用水としては魚道の通過流

量としての活用を関係機関と協議したり，危機管理水量としてはその確保に

よる渇水時の取水制限の緩和などが検討されたりしている例はあるが，各水道

事業者の確保水量の使途を拘束するようなものでないことはいうまでもない。

県政運営の指標であるマスタープラン（新プラン）において，環境用水や危機

管理水量への有効活用の提言がなされているからといって，何ら不合理なこと

ではない。

（２）控訴人らは，最少経費原則においては，環境用水など新たな水の使い道

▼
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を考えるのではなく，水源開発から撤退することで削減できる経費を使っ

て，霞ヶ浦用水を活用するなど水を融通する方策を考えるべきである旨主

張している。

環境用水などの主張については，上記(1)（５１頁）に述べたとおりであ

り，新プランにおいて，環境用水や危機管理水量への有効活用が提言され

たからといって，何ら不合理なものではない。

また，水源開発から撤退することで経費が削減できる旨の主張について

は，上記第１の８（３５．３６頁）及び原審における被控訴人ら準備書面

（８）４（１０．１１頁）に述べ，また，嶋津意見書に対する意見書（乙

２２５号証２８頁）に述べられているとおり，仮に，茨城県が八シ場ダム

建設事業から撤退したからといって，納付済みの負担金の全額が返還され

るわけではなく，八シ場ダム建設事業から撤退することにより必ずしも経

費の削減ができるものでもなく，撤退により経済的効果があるといえるも

のではない。

さらに，霞ヶ浦用水を活用するなど水を融通する方策を考えるべきであ

る旨主張については，上記第１の５（３）（２７頁）及び上記４（２）（４８．

４９頁）に述べたとおり，今後，霞ケ浦用水事業区域内の農業用水の需要

量の増加が見込まれるため，将来にわたり明らかに利用しない施設の空き

容量があるとはいえないから，転用することはできない。

(3)控訴人らは，茨城県における水需要予測の算出に当たって，給水人口，

水道普及率，地下水の利用量等などに不合理な数字が使用され，需要が水

増しされており，合理的な水需要予測をすれば利根水系においては水が足

りなくなることはない旨主張している。

しかし，上記２及び３（３８～４８頁）に述べたとおり，茨城県におけ

る水需要予測の算出根拠である給水人口，水道普及率，地下水の利用量等
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個々の数値に不合理なものはない。また，八シ場ダム建設事業に関係する

主張でないこともいうまでもない。

６渇水対策について（控訴理由書（２）第５（１１～１３頁)）

控訴人らは，原審が，近年降雨総量の年平均値が減少傾向を示しているた

め，河川の流量が減少し，渇水年が増加する可能性があり，安定供給可能量

の低下の観点から，八シ場ダムの参画水量全量を必要と考えることが明らか

に不合理であるとはいえないと判断したこと（原判決７３頁５行目ないし１

３行目）に対して，次のとおり主張しているので，順次反論する。

（１）控訴人らは，渇水の影響については誇大宣伝されることがあり，原審は

このような誇大宣伝を真に受けて控訴人らの主張を退けた旨主張している。

しかし，原審における被控訴人らの準備書面（１０）第５の２イ（２２

～２４頁）及び同（１４）第５の２（１）（２９頁）に述べ，また，嶋津意

見書に対する意見書（乙２２５号証５２．５３頁）に述べられているとお

り，例えば，給水圧の制限を行えば高台や配水管の末端の地区では水が出

なくなることがあるなど，県民への水道水の安定供給の確保を図る観点か

ら，渇水の影響について考慮しなければならないのは当然のことである。

なお，控訴人らは，渇水時の工場の操業短縮が自已防衛のための発言で

あって事実かどうかも分からない旨主張しているが，何の根拠もない一方

的な主張である。

（２）控訴人らは，安定供給をいうならば安定した水源である地下水を活用す

べきである旨主張している。

この主張については，上記第１の６（２８．２９頁）及び上記３（１）（４

６頁）に述べたとおり，県南地域及び県西地域においては，依然として地

盤沈下が進行しており，また，一旦地盤沈下すると回復するとは考えられ
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ないことから，地下水揚水量の規制や水道水への転換が必要なのである。

(3)控訴人らは，霞ヶ浦用水事業の送水施設を活用した霞ヶ浦の水源の転用

が有効な渇水対策である旨主張している。

この主張については，上記第１の５（３）（２７頁）並びに上記４（２）（４

８．４９頁）及び５（２）（５２頁）に述べたとおり，工業用水の水道水への

転用は不可能であり，また，将来にわたり利用しない霞ヶ浦用水事業の送

水施設の空き容量があるとはいえないから，転用はできない。

７責任引取制の弊害について（控訴理由書（２）第６（１３頁)）

控訴人らは，茨城県において，各市町村等と県営水道との間で，実績値か

ら大きく離れた契約水量が設定される（当該水量が押し付けられる）という

いわゆる責任引取制によって水需要の水増しが行われてきたことを主張立証

してきたが，原審はこの点について何らの判断を示していない旨主張してい

る。

上記第１の１（２）（６．７頁）並びに原審における被控訴人らの準備書面

（１）の５（２）（１２．１３頁）及び同（２１）第２の１６（２６頁）に述

べ，また，嶋津意見書に対する意見書（乙２２５号証５．６頁，５６～５８

頁）及び柏村意見書に対する意見書（乙２２６号証１４頁）に述べられてい

るとおり，茨城県では，昭和５２年の水道法改正により広域的水道整備計画

の策定が制度化されたことに伴い，水道事業の広域的・計画的整備を促進す

ることを目的として，県内５地域のうち，県北地域を除く四つの地域で地域

ごとの広域的水道整備計画を策定している。この広域的水道整備計画は，水

道法５条の２第１項に基づく市町村等からの要請を受け，茨城県が市町村等

と協議しながら共同で計画案を策定し，この計画案に基づいて茨城県と市町

村等とで，将来的に必要な県営水道用水供給事業からの受水量とそのための
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施設整備に関する実施協定を締結し，各市町村等議会と茨城県議会の同意を

得て策定されたものである。茨城県は，その計画に基づいて，市町村等への

水道用水の供給に必要な施設を計画的に整備しているのである。

そして，水道用水の供給に当たっては，企業局長と関係市町村長等とで需

給契約を締結しているが，その契約に定める水量は，上記第１の１（２）（６

頁）に述べた広域的水道整備計画や上記第１の２(2)及び(3)（８～１０頁）

に述べた実施協定を踏まえた双方の合意によるものであり，企業局が一方的

に実績値から大きく離れた契約水量を押し付けるという控訴人ら主張のいわ

ゆる責任引取制なるものに基づくものではない。

なお，茨城県において，控訴人ら主張の「水需要の水増し」がないことは，

上記２（３８～４５頁）に述べたことからも明らかである。

第３付言

最後に，今後の水資源確保の重要性について若干付言する。

１近年，国外では，世界人口の増加や発展途上国の急激な経済成長に伴う水

需要の増大，国内では，少雨化による渇水の頻発や震災，事故等の施設損壊

等に伴う断水など，水に関する重要な課題が山積しており，それに伴い国民

の水に対する関心が高まっている。

これらの水に関する重要な問題の一つに，地球温暖化等の気候変動があげ

られる。平成１９年（２００７年）に公表された気候変動に関する政府間パ

ネル（ＩＰＣＣ）の第４次評価報告書によると，地球の自然環境は，今まさ

に地球温暖化の影響を受けているとされており，２１世紀末の世界平均地上

温度は，約１～６℃上昇し，今世紀半ばまでに年間平均河川流量と水の利用

可能量は，中緯度のいくつかの地域等において１０～３０％減少すると予測

されている。これを緩和するため，平成２１年（２００９年）９月の「国連
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気候変動首脳会合」において，我が国の総理大臣が表明したように，今後，

我が国を含む先進国は，率先して温室効果ガスの排出削減に努める必要があ

るとされている。

そして，国内では，安全でおいしい水や豊かな水環境に対する要請が高ま

り，水循環系や自然環境の保全を通した水に関する様々な活動がなされてい

るが，他方で，水資源関連施設の老朽化や水質悪化の発生リスクへの対応，

災害時の水供給能力確保への対応が強く求められている状況にある。水は，

国民の生命・健康及び経済活動の基礎となる最も重要な資源の一つであり，

国民生活の安全保障の観点から，豊かな水環境の整備とともに，頻発する渇

水や震災時・事故時に関するリスクに対し国民が安心して安全な水の恵みを

享受できる対応を予め整えておくことが必要である。

２水使用量については，国際連合教育科学文化機関（ＵＮＥＳＣＯ）が発表

した「WorldWaterResourcesattheBeginningofthe21stCentury」に

よると，平成７年（１９９５年）における世界の水使用量は約３７５ｋ㎡／年

となっており，用途別では農業用水が約７割と最も多く，工業用水が約２割，

生活用水が約１割となっている。

水使用量の増加をみると，平成７年（１９９５年）は，昭和２５年（１９

５０年）の約２．７倍となっており，特に生活用水の増加は約６．７倍と急

増している。また，平成３７年（２０２５年）の水使用量は，平成７年（１

９９５年）の約１４倍になると予想されており，生活用水は約１．８倍と

最も増加すると報告されている。

世界人口の増加，世界の水ストレスの増大が予測される中で，我が国は，

食糧や工業製品の輸入という形で世界の水を多く消費している国であるとい

う側面があることから，世界の水問題に対して積極的に取り組む必要がある。

例えば，生産に水を必要とする物質を輸入している国（消費国）において，

5６



仮にその物質を生産するとしたらどの程度の水が必要かを推定したバーチャ

ルウォーター（仮想水）という考え方があるが，環境省と特定非営利活動法

人日木水フォーラムが算出した結果では平成１７年（２００５年）に海外

から日本に輸入されたバーチャルウォーターは約８００億㎡と推定されてい

る。この水量は，我が国内で使用される生活用水，工業用水，農業用水を併

せた年間の総使用量と同程度である。このように大量の水（バーチャルウォ

ーター）を輸入している現実は，一旦輸入が制限されると，現在の水源では，

将来的に水不足が発生するということを意味している（乙２８０号証)。

水資源の確保は世界中で問題視されてきており，今やガソリンより高価な

品物となっているともいわれている。近年，日本の農業の自給率（平成２０

年度：４１％）を上げることが議論されているが，それに備える選択肢を残

すのであれば，将来の人口減少を考慮しても，決して水余りなどといえるも

のではない。短絡的に過去一時期の実績が少ないから新たな水源開発の必要

はないなどという発想は，将来のことを考えると適切とはいえない。

３東京電力㈱は，夏場や冬場の負荷率を見込んで施設を整備していたが，今

回の東日本大震災で原子炉が被災したため，全体供給能力の６～７割しか供

給することができない状況に陥り，計画停電や電力需要が増大する夏場に１

５％の節電を強いることとなった。

これと同様なことが水道用水や工業用水においても想定され，一旦震災や

事故が発生した場合，県民や受水企業への給水能力は低下し，負荷率を見込

んだ施設整備を行っても供給不足が生じることになる。電力不足が日本の経

済に大きな打撃を与えたように，水道用水，工業用水の供給不足も社会的に

経済的に大きな打撃を与えることは明白なことである。

災害時への対応を考慮することなく，「水源確保や施設は必要不可欠なもの

に絞れ」などという発想は，妥当なものとはいえない。
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４今後の多様な水利用や災害等緊急時への対応を考えると，茨城県において

も水資源の確保が求められるのである。

以 上
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図２水道用水供給事業区域図（平成23年４月現在）
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図３県南広域水道用水供給事業の概要図
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図４県西広域水道用水供給事業の概要図
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図５企業局が実施している工業用水道事業（平成23年４月現在）
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図６地下水採取の適正化に関する条例による指定地域
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表１水道事業の年間取水量に占める水道用水受水の割合（地域別，年度別）

単位：千ｍ３

|露Ｉ

6５

H1２ H1３ H1４ H1５ H1６ H1７ H1８ H1９ H2０ H2１

県
酢

自
己
水
源

地表水

地下水

その他

計

水ヨi用水受水ａ

Ⅱ 【水量 汁ｂ

水道用水受水

割合a/bｘ１００

115,343

83,605

1,839

200,787

116,746

317,533

37％

115,866

8１，１４７

792

1９８ 805

1１９ 187

317 992

37％

115,208

8１，１５７

1，８００

1９８，１６５

120,009

318,174

38％

113,456

78,393

1．８１４

193,663

1２１，５２９

315,192

39％

1１４，３２８

76,194

1，９８５

192,507

127.333

319,840

40％

1１２，５８５

761123

1，７７１

1９０４７９

129,495

319,974

40％

112,333

74,456

1,733

188,522

1３０６４２

319,164

41％

113,192

75,959

1,733

190,884

133,974

324,858

41％

1１３，１０９

72,723

1,795

187,627

133,119

320,746

42％

1１３，４６４

711798

1，７５７

187,019

133,805

320,824

42％

県
計
の
う
ち
鹿
行

自
己
水
源

地表水

地下水

そ の他

巳
■
則

水】 i用水！ 量水ａ

II 【水量Ｉ 十ｂ

水道用水受水
割合a/b×１００

3,047

6，１９８

０

9,245

14,528

23,773

61％

3,030

6,287

０

9,317

14,334

23,651

61％

2,860

6,269

０

9，１２９

14.536

23,665

61％

2,679

5,360

０

8,039

15,703

23,742

66％

２６０４

5,062

０

7,666

16,308

23,974

68％

2.641

41773

０

71414

17,006

24,420

70％

2,444

4,759

０

7,203

17,556

24,759

71％

2,525

4,496

０

7,021

20,247

27,268

74％

２５８７

3,958

０

6,545

20,359

26,904

76％

2,614

31708

０

61322

19,054

25,376

75％

県
計
の
う
ち
県
南
西

自
己
水
源

地表水

地下水

その他

計

水Ⅱi用水受水ａ

Ⅱ 【水量計ｂ

水道用水受水

割合a/bxlOO

12,999

40,502

０

53,501

88,692

1４２１１９３

62％

12,897

39,417

０

52,314

90,613

142,927

63％

13,331

38,903

０

52,234

9１，２４８

143,482

64％

13,423

37,907

０

5１，３３０

9１，９４３

143,273

64％

131664

36.365

０

50,029

94,709

144,738

65％

13,836

33,623

０

47,459

94,960

142,419

67％

1３，９８９

32,738

０

46,727

95,827

142,554

67％

14,064

341316

０

48,380

95,438

143,818

66％

13,806

33,638

0

47,444

95,640

143,084

67％

1３，８０１

34,216

０

48,017

9７１１８６

145,203

67％



表２茨城県の八ツ場ダム建設事業参画水量１．O9rTi／秒（９４，２００㎡／日）の内訳

（取水量ベース）

①０．７４６（６４，４５０）＋②０．０３６（３，１２０）＋③０．３０８（２６，６３０）

＝１．０９｢Ti／秒（９４，２００㎡／日）

①の現在認可を受けて実施している県南広域水道用水供給事業で確保している水
量０．７４６，１／秒（６４，４５０㎡／日）と②の県西広域水道用水供給事業で確

保している水量０．０３６『Ti／秒（３，１２０㎡／日）のほかに，事業化を予定し

ている県南西地域広域的水道用水供給事業の事業認可を受けるため，③の水源０．

３０８㎡／秒（２６，６３０，i／日）を確保している。

※暫定豊水水利権とは，水需要が増大し，緊急に取水する必要がある場合で，河川

の流量が基準渇水流量（１０年に１回程度の渇水年における取水予定地点の渇水流

量）等を超える場合に，ダム事業等の水資源開発施設の建設に参画していることを

条件に，河川法23条に基づき暫定的に許可される水利権をいう（上記表の暫定豊水

水利権水量は，国土交通大臣から許可を受けた平成23年９月現在の水量)。

6６

県南広域水道用水供給事業の確保水量0746,3／秒(64,450,3／日)……①

※暫定豊水水利権水量O546m3／秒(４７，１９７，３／日）

【参考:県南広域水道用水供給事業全体の確保水量】3.730,3／秒(330,260,3／日）

県西広域水道用水供給事業の確保水量0.036,3／秒(3,120,3／日)………②

※暫定豊水水利権水量0.036,3／秒(3,120,3／日）

【参考:県西広域水道用水供給事業全体の確保水量】１．０１１，３／秒(87,340,3／日）

県南･県西広域水道用水供給事業の確保水量計0.782,3／秒(67,570,3／日)……(①＋②）

※暫定豊水水利権水量計0582,3／秒(50,317,3／日）

事業化を予定する水量0.308,3／秒(26,630,3／日)……③



表３茨城県のハツ場ダム建設事業参画の経緯

6７

年月 事項 書証番号

昭和５３年度 水道法に基づく｢茨城県水道整備基本構想｣策定(茨城県） ｚ２７号証

昭和５３年

1２月

｢広域的水道整備計画策定の要請書｣提出(県南地域の10市町村2水

道企業団）

乙２８号証

昭和53年度 ｢県南地域広域的水道整備計画｣策定(茨城県） 乙２９号証

昭和５４年

8月

水道法に基づく茨城県県南広域水道用水供給事業変更認可申請

(茨城県知事）

乙２７２号

証の１

昭和５４年

9月

茨城県県南広域水道用水供給事業変更認可(厚生大臣） 乙２７２号

証の２

昭和５４年

９月

｢広域的水道整備計画策定の要請書｣提出(県西地域の25市町村） 乙３０号証

昭和５４年度 ｢県西地域広域的水道整備計画｣策定(茨城県） ｚ３１号証

昭和５６年

1月

水道法に基づく茨城県県西広域水道用水供給事業認可申請

(茨城県知事）

ｚ２７３号

証の１

昭和５６年

３月

茨城県県西広域水道用水供給事業認可(厚生大臣） 乙２７３号

証の２

昭和６０年

１１月

ハツ場ダム使用権の設定の申請について(茨城県知事） ｚ１９９号

証

昭和６０年

１１月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画の作成について(照会)(建設大

臣）

乙３５号証

の１ 乙３

8号証の１

昭和６１年

3月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画の作成に対する意見について,護

決(県議会）

乙３６号証

の１

昭和６１年

3月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画の作成について,異議ない旨回答

(関係都県知事としての茨城県知事）

乙３７号証

の１

昭和６１年

3月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画の作成について,異議ない旨回答

(ダム使用権設定予定者としての茨城県を代表する茨城県知事）

乙３９号証

の１

昭和６１年

７月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画の作成(建設大臣） 乙１１号証

平成１３年

３月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画の変更について(照会)(国土交通

大臣）

乙３５号証

の２，ｚ３

８号証の２



6８

年月 事項 書証番号

平成１３年

６月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画の変更に関する意見について,識

決(県議会）

乙３６号証

の２

平成１３年

６月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画の変更について,異議ない旨回答

(関係都県知事としての茨城県知事）

ｚ３７号証

の２

平成１３年

6月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画の変更について,異議ない旨回答

(ダム使用権設定予定者としての茨城県を代表する茨城県知事）

乙３９号証

の２

平成１３年

9月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画第１回変更(エ期の変更） 乙１２号証

平成１５年

1１月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画の変更について(照会)(国土交通

大臣）

乙３５号証

の３ 乙３

8号証の３

平成１６年

３月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画の変更に関する意見について,議

決(県議会）

乙３６号証

の３

平成１６年

3月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画の変更について,異議ない旨回答

(関係都県知事としての茨城県知事）

ｚ３７号証

の３

平成１６年

3月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画の変更について,異議ない旨回答

(ダム使用権設定予定者としての茨城県を代表する茨城県知事）

乙３９号証

の３

平成１６年

9月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画第２回変更(事業費の増額等） 乙１３号証

平成20年

1月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画の変更について(照会)(国土交通

大臣）

乙２０４号

証の１，乙

２０５号証

の１

平成20年

3月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画の変更に関する意見について,議

決(県議会）

乙２０４号

証の２

平成20年

3月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画の変更について,異議ない旨回答

(関係都県知事としての茨城県知事）

乙２０４号

証の３

平成２０年

3月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画の変更について,異議ない旨回答

(ダム使用権設定予定者としての茨城県を代表する茨城県知事）

乙２０５号

証の２

平成20年

9月

ハツ場ダムの建設に関する基本計画第３回変更(エ期の変更等） 乙２５５号

証



表４県南広域水道用水供給事業利根川給水系水源状況

安定水利権暫定水禾ll権

５９７００４３６８６４３６８６７３９５

;鶏憲壺|＝鶚:'--謡:|弓而5:1--処:|弓器I：
１０００００８３９８６４０３００４３６８６８４％

６４４５０４７１９７４７１９７７３％

i悪謡云Ｈ鶚::'一器;|一雨5:Ｉ等:１-三ｔ;;！
１０８０８０９０７９７４３６００４７１９７８４％

※給水量に比べて取水量が多いのは，河川から水を取水し，浄水場に送水したり浄水処

理を行う過程などで失われる水量７．５％を見込んでいるためである。なお，水道施設

設計指針（平成１２年３月社団法人日本水道協会発行）では，おおむね１０％を見込む

とされている（乙第２２５号証２２頁)。

表５県南広域水道用水供給事業給水量等内訳
(単位ｍ３／日）

３ケ2111

給水且２０６０７５１８７３２５ＢＯＯＯ１０００００８３９８６３０６０７５２７１３１１８０００８９％

取水量２２２１８０２０２５２０ＢＯＯＯ１０８０８０９０７９７３３０２６０２９３３１７８０００８９％

表６県西広域水道用水供給事業水海道給水系水源状況

(単位ｍ３／日）

安定水利権｜暫定水利権
ハツ場ダム２９００２９０００２９００100％

奈良俣ダム１４３００１４３００１４３０００１００％

湯西jllダム１７４００１３６０５０１３６０５７８％

３４６００３０８０５１４３００１６５０５８９％

ハツ場ダム３１２０３１２００３１２０100％

奈良俣ダム１５４７０１５４７０１５４７００１００％

湯西川ダム１８８１０１４７１００１４７１０７８％

37400133300115470117830189％

6９

〔単位ｍ３／日）

霞ヶ浦給水系

計画最大

給水量

水利権

許可量

地下水

許可量

利根ⅡI給水系

計画最大

給水量

水利権

許可量

県南広域計

計画最大

給水量Ａ

水利権

許可量Ｂ

地下水

許可量

Ｂ／Ａ

給水量 206,075 187,325 8,000 100000 83,986 306,075 271,311 8,000 89％

取水量 222,180 202,520 8,000 108,080 90,797 330,260 293,317 8,000 89％

計画最大

給水量Ａ

水利権

許可水量Ｂ

水利権許可水量内訳

安定水利権 暫定水利権
Ｂ／Ａ

給水量

ハツ場ダム

奈良俣ダム

湯西川ダム

2,900

1４ 300

1７ 400

2,900

1４ 300

1３ 605

０

14,300

０

2,900

０

13,605

100％

100％

78％

計 3４ 600 3０ 805 14,300 16,505 89％

取水量

ハツ場ダム

奈良俣ダム

湯西川ダム

３

1５

1８

1２０

470

810

３

1５

1４

1２０

470

710

０

15,470

０

3,120

０

14,710

100％

100％

78％

計 ３７ 400 3３ 300 15,470 17,830 89％

計画最大

給水量Ａ

水利権

許可水量Ｂ

水利権許可水量内訳

安定水利権 暫定水利権
Ｂ／Ａ

給水量
ハツ場ダム

渡良瀬遊水池

59,700

4０ 300

43,686

4０ 300

０

40,300

43,686

０

73％

100％

計 1００ 0００ 8３ 986 40,300 430686 84％

取水量
ハツ場ダム

渡良瀬遊水池

6４

4３

450

630

4７

4３

1９７

600

０

43`600

47,197

０

73％

100％

計 1０８ ０８０ 9０ 797 43,600 47,197 8鴨



表７県西広域水道用水供給事業給水量等内訳

(単位ｍ３／日）

表８八シ場ダム水利権（暫定豊水水利権）許可量（取水量ベース）推移

｢日Ｈ1８２７Ｈ２０３２ＢＨ２１Ｂ２８Ａ墨丁取水量ＢＡ／Ｂ

毎秒換算０４８００５０７０５４６０７４６７３％

日趾換算４１５２０４３８２５４７１９７６４４５０７３％

毎秒換算００３６００３６００３６００３６１００ｈ

日、換算３１２０３１２０３１２０３１２０１００％

毎秒換算０５１６０５４３０５８２０７８２７４％

日量換算４４６４０４６９４５５０３１７６７５７０７４％

表９県南及び県西広域水道用水供給事業で予想される安定供給可能量の低下

（単位:ｍ３/秒）

Ｂ－Ａ

：IｕＨＪＨＩ

ＩＩｕｙlllDⅥ

△０２６３
■￣■ロ■■ロー－口ロロロロ

約△23000

7０

※日量換算は,千,3/日未満四捨五入

新治給水系

計画最大

給水量

水利権

許可量

関城給水系

計画最大

給水量

水利権

許可量

水海道給水系

計画最大

給水量

水利権

許可量

県西広域計

計画最大

給水量Ａ

水利権

許可量Ｂ

Ｂ／Ａ

給水量 8,000 8,000 37,400 37,400 34,600 30,805 80,000 76,205 95％

取水量 8,800 8,800 41,140 41,140 37,400 33,300 87,340 83,240 95％

許可日 Ｈ18.2.7 Ｈ20.3.28 Ｈ21.8.28Ａ 認可取水量Ｂ Ａ／Ｂ

県南広域
毎秒換算

日量換算

0.480

41,520

0.507

43,825

０．５４６

47,197

0.746

64,450

73％

73％

県西広域
毎秒換算

日員換算

0.036

3,120

0.036

3,120

0.036

3,120

0036

3,120

100％

100％

合計
毎秒換算

日量換算

０．５１６

44,640

0.543

４６，９４５

0.582

5０，３１７

0.782

67,570

74％

74％

施設名

県南広域水道用水供給事業

参画水量等

Ａ

安定供給可能量

(2/20）Ｂ
Ｂ－Ａ

県西広域水道用水供給事業

参画水量

Ａ

安定供給可能量

(2/20）Ｂ
Ｂ－Ａ

霞ヶ浦自流 ００９８ 9８（100%） ０ ￣

霞ヶ浦開発 2.381 8１（100%） 0 0.578 7８（100%） 0

渡良瀬遊水池 ０５０５ ９９（79%） △０．１０６

ハツ場ダム 0.746 ８９（79%） △０．１５７ 0.036 0.028（79%） △０．００８

奈良俣ダム ￣ 0.179 0.141（79%） △００３８

湯西川ダム 一一 0.218 0.172（79%） △0.046

地下水 0.092 9２（100%） ０

合計
ｍ３/秒

ｍ３/日

3.822
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－

約330,000

3.559
陣一■■￣￣￣■■■■■■■■￣■■￣■■￣￣￣￣￣－■

約307,000

△０２６３

約△２３，０００

1.011

約870000

0.919

約79,000

△0.092

約△８，０００
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表１１５年間市町村別最大沈下量上位５地点
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順位 観測地点 沈下量

H２２．１．１～H2３．１．１

１ 五霞町釈迦地蔵前 －２１．８ｍｍ

２ 古河市釈迦 －２１．７ｍｍ

３ 龍ケ崎市小通幸谷 －２０．９ｍｍ

４ 五霞町川妻４９４－２ －１９．８ｍｍ

５ 五霞町川妻２１７０－３１ －１９．５ｍｍ

I|頂位 観測地点 沈下量

H１８．１．１～H2３．１．１

１ 古河市三和 －５６．５ｍｍ

１ 龍ケ崎市小通幸谷 －５６．５ｍｍ

３ 五霞町釈迦地蔵前 －４８．３ｍｍ

４ 五霞町山王字田中越 －４５．３ｍｍ

５ 五霞町山王 －４５．２ｍｍ


	

